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第１１回府中市次世代育成支援行動計画検討協議会議事録 

  

時間   平成 16 年 10 月 26 日 14：00～16：30  

場所   府中市役所北庁舎第五会議室 

出席委員 浅田委員 小川委員 小熊委員 北場委員 北村委員 木下委員 澤野委員 

     杉村委員 田口委員 庭山委員 平田委員 弓削田委員 

欠席委員 北川委員 山村委員 

（事務局） 吉永子育て支援本部長 吉野子育て支援課長 加藤保育課長 
田添待機児解消推進担当主幹 戸井田保育課主幹 
 松本子育て支援課推進係長 小泉保育課主事 石堂子育て支援課主事 

 

次第 

１．開会 

２．傍聴人の入場について 

３．資料の確認 

 

議題 

１．府中市次世代育成支援行動計画検討協議会中間のまとめへの意見について 

２．行動計画の基本理念等について 

３．行動計画における施策の体系について 

４．その他 

 （１） 今後の協議会のスケジュールについて 

 

１．開 会 

２．傍聴人の入場について 

 

○子育て支援課長 

 皆様、お待たせいたしました。ただいまから、第１１回の府中市次世代育成支援行動計

画検討協議会を始めさせていただきます。 

 前回、第１０回は、たしか７月２７日、まだ暑い時期でしたが、それから中間のまとめ

をいただきまして、市のほうも議会、それから市民の方にお示しをして、ご意見をいただ

いてまいりました。 

 そういう中で、きょうの会議ですが、まず最初に、いつもでしたら、傍聴の方をご案内

するのですが、ご希望は１名あるのですけども、まだお見えになっておりませんので、も

し後ほどお見えになったら入っていただくということでご了承いただきたいと思います。 

 

○委員会一同 了承 

 

３．資料の確認 
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○子育て支援課長 

 最初に、資料を確認させていただきます。資料１１－１でございますが、「府中市次世代

育成支援行動計画検討協議会中間のまとめへの意見」ということで、９月１３日から３０

日まで、広報でご案内をして、図書館とか文化センター、それから市のホームページに本

文を置きました。それから、２回の説明会を行いまして、その間、いただいたご意見が３

１名からということで、それをまとめたものでございます。 

 次は、１１－２、「行動計画の基本理念等について」ということで、最終報告に当たりま

しては、基本理念の部分について、ぜひご議論をいただきたいと思っておりまして、その

資料として、今までの中間のまとめを踏まえた中で、基本理念、目標、それから２ページ

目は支援の考え方とありますが、方向性というような部分をまとめたものでございます。 

 なお、この資料の２枚目以降は、以前、第４回のときにお出ししている資料を、もう一

度お出ししております。 

 １１－３、「行動計画における施策の体系」とは、１案から３案までございまして、これ

は国の行動計画の策定指針で示されております７項目７分野を、今後市が策定する行動計

画の柱立てを想定しまして、その案として３つをまとめたものです。 

 １案は国の行動計画の策定指針の７項目そのまま、２ページ目の２案は、以前の計画「ひ

とみ輝け！府中子どもプラン」の柱立てにほぼ合わせた形で組み直したもの、それから第

３案につきましては、中間のまとめの第２部で示している柱立てに沿った形でまとめたも

のでございます。 

 １１－４、「中間のまとめに対応した事業等一覧」ということで、１０月２６日現在のい

ただいた中間のまとめに対する市の対応策を検討した結果でございます。あくまでも、現

時点の検討案ということで、まだ確定をしたものではございませんが、中間のまとめをい

ただいた以降、子育て支援本部を中心に考えた現状でございます。 

 １１－５、「行動計画に盛り込まれるべき事業一覧」ということで、これは中間のまとめ

のときに第２部で示しているものですが、中間のまとめをいただいた以降、もう一度精査

しまして、事業名に「●」がついているものは中間のまとめの段階の第２部にはまだなか

ったものでございます。 

 参考資料としまして、第２章、「計画の基本的な考え方」という１枚のコピーですが、こ

れが先ほど少しお話ししました「ひとみ輝け！府中子どもプラン」、平成１０年のときの計

画の基本理念、基本的方向、施策の体系をコピーで示したものでございます。 

 本日お配りしております「平成１６年度のスケジュール」ということで、改めて現時点

のスケジュールをお示ししたものでございます。 

 それから、第９回と第１０回の協議会の議事要旨でございます。 

 資料は以上でございます。 

 では、会長、議事のほうをお願いいたします。 

 

○会長 

 皆様、本当に足元のお悪い中、またご参集いただきまして、ありがとうございます。 

 ７月に中間まとめのための最後の会議をやってから、もうおおよそ３カ月ぐらいたちま

す。一番最後にご説明いただいた今後のスケジュール案を見ますと、きょうが１１回目と
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いうことで、１２回目が１１月１５日、白糸台の文化センターでということで、もうこれ

は確定しておりまして、１２月に第１３回、一応予備がありますけども、最終回というこ

とになっております。恐らく、最終回のところは、セレモニー的なことで、文案を練ると

か議論するということはほとんどできないと思いますので、特別なご議論の紛糾がなけれ

ば、きょうと次回の２回で最終報告に向けた議論を終息するという大ざっぱなスケジュー

ルになろうかと思います。 

 それで、今後の進め方、また皆さんからご意見もちょうだいをしたいのですけれども、

まず中間まとめを一応まとめましたけれども、かなりまだまだご議論すべきところがある

のを、とりあえず私のかなり独断的な形でまとめさせていただいたということもあります

し、その中間まとめについても、皆さん何かご意見があるかどうかということについても、

一度発言の機会を設けたほうがいいのかなというのが一つ。 

 それと、２つ目が、現に市民の方々に説明会をして、３１名の方から、項目数でいくと、

６０項目ぐらいのご意見をいただいておりますので、これについて、これをお読みになっ

て、どこを強調すべき、あるいはもっと足りないところは何かというようなことについて

のご意見があればということが２つ目です。 

 それと、きょうの資料１１－４あるいは１１－５の中で、ある程度、府中市のほうでこ

の中間まとめをご覧になって、まだ最終ではありませんけども、庁内でいろいろ議論をさ

れてる部分がございます。それも、少し先にお聞きしたほうが、中間まとめあるいは市民

の方のご意見、それから市の対応というのをご説明をいただいたところで、少し皆さんか

ら、ご意見をちょうだいをしたほうがいいのかなと思います。その後で、この行動計画あ

るいは府中市の行動計画として、要約をすると、どういうことを目指してほしいのかとい

うあたりの議論として、基本理念とか基本行動方向みたいなものについての、こういうこ

とを盛り込むべきとかぜひこれは欠かさないでほしいとかというような意見をきょういた

だく、あるいはその中間報告、最終報告というのはこういう性格のものであるべきという

ようなことについてご意見をいただいて、そこで少し議論を集約して、次回の頭にそれを

集約して、たたき台みたいなものをお示しして、それに基づいて議論を進めるという方向

で、何とか次回に少し方向性が出ればなというような感じで進めたいと思いますが、その

方向性を含めて、進め方について、まずご意見をちょうだいしたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

 これは、なかなかやってみないと、そのとおりいくかどうかは全くわかりませんけども、

もしあまりご意見がございませんようでしたら、きょうあるいは次回は、とりあえずそう

いう進め方をしていきたいというふうに思います。 

 それでは、各意見につきましては、既にもう配付をしておりますので、まだなかなか目

を通される時間がなかった方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっと割愛をさせてい

ただいて、この中間まとめあるいは市民の方のご意見を聞かれて、今府中市のほうでどう

いう検討をしているのかという話を、１１－４の資料をご説明いただいた後で、皆さんか

らご意見をちょうだいしたいと思います。 

 それでは、府中市のほうから１１－４のご説明をお願いできますでしょうか。 
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○子育て支援課長 

 資料１１－４ということで、きょうお配りした資料でございます。きょう現在の市側の

検討協議会からいただいた中間まとめに対する検討結果一覧というようなことになります。 

 ６本の柱がございますので、それに沿ってご説明します。 

 まず、保育ニーズへの対応ということで、通常保育定員を拡大していくという、この事

業に対しまして、公立保育所の民間移管をはじめとしまして、私立保育所の新設、分園や

公設民営保育所の開設を行うことにより、入所定員を拡大する。また、認証保育所等も活

用し、待機児ゼロを図りますということで、これにつきましては中間のまとめのときにお

示しした目標数値がございますけども、その数字の中で個別に押さえておりますので、こ

れは５年間で達成をしていくということになります。 

 それから、多様な保育ニーズへの対応ということで、時間延長保育ですが、ニーズのと

ころではご記憶があるかと思いますけども、夜７時までと８時がほぼ同数ぐらいに出てま

して、あと１時間延長すれば、ほぼその需要といいますか、ご希望が解消できるのではな

いかということで、現状１９時、７時までの延長保育を２０時、８時までに拡大するとい

うことを考えています。ただ、これにつきましては一律、一斉ということではなくて、重

点的な場所を拾いながら、順次拡大をしていきたいと考えております。 

 トワイライトステイですが、箇所数をふやすということで、現在しらとり１カ所ですが、

新しい保育所、税務署跡地の保育所でも新たに開始をいたします。 

 それから、働き方の見直しということで、これは企業等への働きかけということになり

まして、表現としては、そこにあるとおりで、具体的にどうするかというのは、まだこれ

から知恵を絞っていかなければならないと思います。 

 次は、病後児保育につきましては、施設型については、もともとの福祉計画でも、病院、

医療機関併設型を目指しておりましたので、これを何としても実現をしていきたいと思っ

ております。 

 それから、現状のしらとりで行っている部分につきましては、利用時間をもう少し延ば

してほしいという要望がかなり強いので、これについてはできる限り、早く対応してまい

りたいと思います。 

 派遣型という希望が結構あったのですけれども、これについては、一応その方向で検討

いたしますけれども、ちょっとすぐには無理ではないかという結果になっております。 

 次に、一時保育ですが、これは定員を拡大していくということと、もう一つ新たな視点

では、今までは私立保育所だけでしたけども、市立保育所においても一時保育を実施する

ことを考えています。特に、市立保育所の役割としましては、緊急対応ができるような一

時保育ということで、通常今、私立の一時保育ですと、特定保育に近いような保育事情が

あって、なかなか緊急にとか短期の一時保育が入り込めない状況になっておりますので、

特に市立保育所については緊急対応ができるような事業にしていきたいと思っております。 

 もう一つ、新たな子ども家庭支援センター、「たっち」においては、これはもう理由を問

わない、リフレッシュを重点とした一時保育を実施してまいります。 

 それから、情報提供ということで、母子手帳交付時の情報提供、これはこれまでの継続

ですが、「子育てのたまて箱」を必ずお渡しすると。この場合に、このたまて箱が古いので

はいけませんので、毎年内容を改めてまいります。 
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 健診未受診者への支援ということで、保健師による訪問による未受診者の状況を把握し、

その後の支援につなげていくということになります。 

 妊産婦・新生児・乳幼児訪問、これにつきましては、育児上、必要な事項について、家

庭訪問により適切な指導を行うとともに、疾病や異常の早期発見や治療等について助言を

してまいります。 

 それから、「保育サービスのあり方」という項目の中で、市立保育所の地域子育て支援と

いうことで、「在宅で子育てをしている家庭や地域の保護者等の自主活動の支援として、保

育所における子育て相談や保育士による訪問事業」を新たにこれから実施をしてまいりま

すということです。 

 「また、園庭開放を拡大し、地域交流を支援します」ということで、現在、園庭開放を

実施してるのですが、事業名称も少し変えて、もう少し地域交流という視点を拡大してま

いりたいと考えております。 

 利用者負担のあり方ということで、先ほどの通常保育の定員拡大という中で少し説明が

落ちておりましたけども、認可保育所だけでは、すべての保育ニーズにこたえきれない、

特に、７月までの議論でありました求職中のニーズについては、認可保育所ではなくて、

認証保育所等も含めた中で対応せざるを得ないという計画になっております。 

 そこで、「認可保育所と認可外保育所における利用者負担の格差を縮小するため、保育に

欠ける児童が認可外保育所に入所している場合の利用者負担額の一部助成を検討します」

ということで、基本的には親が同じ所得であれば、ほぼ同水準の保育料になるように、そ

ういう仕組みを検討してまいりたいと思います。 

 次は、保育所と幼稚園の負担のあり方ということで、同様な考え方ですが、保育と幼稚

園との負担のあり方、要は税の投入の仕方というのですか、そこについての公平性という

ものについても検討して、仕組みとして新たなものを提案していきたいと思っております。 

 学童クラブです。これは、従前どおりの方針で、ニーズ調査でも、かなり人数の拡大が

見込まれますが、３年生までの全入会希望児童の受け入れを進めていくということでござ

います。 

 次に、２本目が、「０～２歳児の母親の孤立化を防ぐための親子交流の活性化」というこ

とで、まずひろば事業ですが、「たっち」においてひろば事業を新たに開始をします。それ

から、「児童館や学童クラブ施設などを利用した子育てひろばポップコーン事業を市内全域

で実施します」ということで、今までは学童クラブを中心に地域展開を考えていくという

言い方をしておりましたけども、児童館についていま一度見直しまして、児童館での午前

中のひろばというものを検討してまいりたいと思います。結果として、２２カ所の学童ク

ラブというよりは、児童館を含めた中で地域展開をもう一度検討していくということにな

ろうかと思います。 

 自主活動の場です。「自治会と協力をして、公会堂を利用した自主活動の場づくりを図り

ます。運営には、地域の住民の協力を仰ぎます」ということで、自治会にご協力をいただ

きまして、一般的には市の公園の中に自治会があるというところもかなりありますので、

その中で通常、午前中を見ますと、雨戸がしまってる状態が見受けられますので、自治会

にお願いをしまして、例えば午前中であれば、週１回ぐらい、自治会のご協力で、そこの

公会堂をあけていただければ、親子の方が安全に遊べる、その機能として、その公園も、
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自治会の公会堂も生きるのではないかと思っています。例えば、それから午後であれば、

同じような考え方で、小学生の子どものより安全な遊び場として公園も生きていくのでは

ないかという考え方でございます。 

 それから、児童館。「児童館を利用した就学前の児童とその保護者の交流・活動を活性化

するため、受入体制を整備してまいります」ということなのですが、ここは、実は中間の

まとめが出た段階で、理事者のほうから指示がありまして、この中間のまとめが、かなり

細かく出てますけども、これをやっていくには、現状の子育て支援本部では無理であろう

ということで、組織の見直しを行うことの指示が出ました。現在、見直しを行っておりま

して、その中で、児童館を含めて、組織的な見直しを行っていこうという方向になってお

ります。そういう前提で、この児童館のところは表現をさせていただいております。 

 次が、日常的な活動におけるふれあいということで、「自治会と協力し、公会堂を利用し

た自主活動の場づくりを図ります。日常的なふれあいが、地域行事等のコミュニティ参加

へのきっかけとなることを目指します」ということで、先ほど上で申し上げましたような、

そういう自治会の協力が得られていけば、日々の活動が、例えばこの地域では何月にお祭

があるのだとかという、そういうより大きなイベントへの参加のきっかけになっていくの

ではないかという考え方です。 

 次が、小学生以上の子どもの居場所づくりということで、最初が児童館。「文化センター

内施設としての位置付けを維持しつつ、児童サークル等を充実し、子どもの話し相手や遊

び相手となる指導員を増強します。運営には、地域の住民等の協力を仰ぎます」としてお

ります。 

 学校・公園の利用。「学校施設や公園を遊び場として利用するため、保護者や地域住民に

よる指導員を募集・育成します」。 

 「たっち」の夜間利用。「新たな子ども家庭支援センター「たっち」の１７時以降を中高

生の懇談・活動場所とします。また、中高生自身による企画・活動組織を設け、「たっち」

以外の各種施設を利用した活動についても支援します」ということで、居場所づくりにつ

いては、なかなか新しい施設というものが想定できませんで、「たっち」は一つの利用例な

のですけども、市のいろいろな施設を、例えば極端な話、市役所でもそうですが、市役所

の１階のロビーは、多分ほとんど夜はあいてるので、そういう場所というのは幾つかある

のではないかと思っています。そういう場所を見つけていきまして、またその施設によっ

て、その独特なというか、施設らしさのある活動もできるのだろうということで、まだあ

いまいではございますけども、一つとしては「たっち」の例を出しましたが、居場所づく

りという観点から、既存の施設を見直していったらどうだろうかという考え方です。 

 子どもふれあいボランティア。「子どもとふれあう機会の提供と居場所の提供とを兼ねて、

子ども家庭支援センターや保育所で中学生や高校生のボランティアを募集し受入れます」、

これは、今言った、一つの例として、保育所というものを考えた事業です。 

 小中高生対象講座。「様々な興味を引き出し、より本格的な活動へのきっかけとして、小

中学生や高校生を対象とした講座等を充実していきます」。 

 子どもが悩み等を相談しやすい体制づくりということで、「児童館及び「たっち」に子ど

もの相談相手となる指導員を配置します」。 

 次は、子育てに関する情報提供の仕組みづくりということで、ニーズ調査の中で、『広報
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ふちゅう』というのは、やはり一番大きな媒体になっておりました。「『広報ふちゅう』に

おける子育て情報の特集ページや連載コーナーなどの掲載を検討します」。 

 子ども家庭支援センター、「たっち」ですが、「「たっち」を情報の集約施設と位置付け、

子育てに関する情報の収集・提供を行います」。 

 次は、児童館です。「各児童館において、地域の住民の協力を得ながら、情報を収集・提

供します」。 

 インターネットの活用。「ＮＰＯやボランティア団体と協力し、インターネットによる地

域情報の収集・提供を検討します」。 

 次は、児童館の相談機能です。「各児童館において、地域の住民の協力を得ながら、情報

を収集・提供します。また、児童館の体制強化を図る中で、相談体制の充実を検討します」。 

 次は、子育て支援と母子保健の連携の強化。まず、子ども家庭支援センター「たっち」

ですが、「「たっち」を総合相談施設と位置付け、母子保健も含め各種相談に応じます。ま

た、必要に応じ、個々の専門の相談機関へとつなぎます。」。 

 「たっち」の専門相談日。「「たっち」において、定期的に、保健師や心理士等による専

門相談日を設けます」。 

 ボランティアや民間組織との協働の仕組みづくり。子育てボランティア育成講座。「社会

福祉協議会と協力して、活動しているボランティア、またはボランティア希望者に対し、

知識や技能の習得のための講座を行い、地域におけるさまざまな活動への参加を促進しま

す」。 

 ＮＰＯ・ボランティア等との協働。「子どもの育成活動への地域住民の参加を促進するよ

う、人材育成や活動場所等を支援します。また、子育て支援の施策を実施するにあたり、

積極的に地域の住民や団体との協働を図ります」。 

 子育て支援連絡会（仮称）。「子育てに関わる団体等による組織を設け、意見交換や活動

を行います」。ここはちょっとまだあいまいなのですが、我々の思いとしましては、こうい

った意味合いと、それから今後、計画を進めていくに当たって、その進捗状況を、ある意

味監視という言葉が正しいかどうかはわかりませんけども、そういうもののチェック機能

としての組織もやはり必要と考えておりまして、その辺が表現上、整理はされてませんが、

とりあえずこういう形で、今連絡会という形になっております。場合によっては、別組織

ということのほうが正しいのかもしれません。 

 以上が１１－４でございます。 

 １１－５につきましては、前回まで、中間のまとめの第２部で入っていたところを、そ

れ以降の状況を踏まえて整理をしました。中間のまとめの段階では、計画目標というもの

が入っておりませんでしたけども、それについて入れております。 

 ちょうど真ん中の「課題等」というのは、かなり事務的な表現になってるものがありま

して、最終的に、もし計画書をつくった場合には、この「課題等」という欄は省いていく

ような考え方でございます。 

 それで、幾つか●がついているものがありまして、これは７月の段階ではなくて、新た

に追加したものでございます。 

 例えば、最初のページをめくっていただきますと、幼稚園の園庭開放ということで、こ

れは市立の３カ所ある幼稚園ですが、教育委員会のほうから、こういう提案といいますか、
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やっていきたいのだという方向が出てまいりました。先ほどの公会堂を利用した自主活動

の場づくりというようなものを、ここに入れております。 

 それから、３ページには、先ほどのボランティアの育成講座等です。 

 それから、９ページに、ひとり親家庭の支援ということで、実はひとり親家庭の支援と

いうのは、福祉計画の段階では、市の計画としては明確になっていない、その後、法が変

わったということもありまして、ここに市営住宅の優遇抽選、保育所への優先入所、母子

家庭の教育訓練給付金、訓練促進費、常用雇用転換奨励金というような、この３本は国の

要綱に基づく事業ですけども、母子家庭関係を新たに加えております。 

 あとは、途中幾つかある程度かなと思います。 

 この中で、●がついているのは、１１－４でご説明したものとほぼダブっております。 

 以上でございます。 

 

○会長 

 はい、ありがとうございました。 

 大体、もうここまでで３０分過ぎていまして、本当にボリュームが多いので、理解する

だけで大変なのですけども、これから大体１時間ぐらいをめどに、今までの、７月段階ま

で、まだまだ議論が錯綜していて、私たちも頭の整理が十分できなかったのですけども、

一応こういう形でまとめさせていただいて、市民の方のご意見も聞き、今、行政のほうか

ら、ある意味では私たちの意図を盛り込んだ形で方向性を示していただいた。 

 もちろん、まだこれは最終案ではないわけですけども、大体行政のほうの計画のイメー

ジが、この資料の１１－５というようなイメージなのだろうと思います。ですから、こう

いう流れの中で皆さんのご感想なりご意見をまずちょうだいしたいのと、逆に言えば、こ

ういう盛りだくさんな施策を、これから府中市はどういう方向で子育て支援をしていくの

だという理念みたいな、そういう集約をしたような、要約したようなものをどういう形で

表現し、あるいはどこに強調点を置いて、私たちとして入れてほしいのかというご意見を

賜りたい部分と、それとこの協議会の最終報告と市の計画とは別のものですので、この中

間報告と私たちの最終報告、例えば個別意見を通した形の方向性だけを意見としてまとめ

る方向もあります。それと、一番最後に市のほうから出ました、いわばこれは１０年の時

限立法で、５年ごとの計画で、見直しの期間がもう一回あるわけですけども、例えばその

前期の５年計画について、その進捗状況については市民の方からご意見をいただくとかと

いう、ちょっと言葉は悪いですけど、そういう監視というか、それを見守るというような、

またその都度、その都度、市民の方からこう書いてあるのにうまくいってないじゃないか

というような、あるいはもっとこういうことをしたらみたいなご提案とかご意見を聞くよ

うな場というのも確かに必要なのだろうなという気がしますので、そういうこれからの運

営のあり方、基本理念、それと私たちの報告というものをどういう形でまとめるかという

ようなことについても含めて、ご自由に皆さんからご意見をちょうだいしたいと思います。 

 何とも非常に範囲が広すぎて、何からいっていいかわからない感じがするのですが、ま

ず中間報告なり、あるいは市民の方から出たご意見について、何か感じられるようなこと

はございますか。それと、今、市から出てきてるような方向性についてのところで、何か

ご自分が気にかかってるとか、感じることがありましたら。 
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○委員 

 言葉の話で申しわけないのですけども、「子ども」という言い方というと、ここで小学生

の居場所という言い方がありますが、乳幼児の場合に居場所とは言わないわけですよね。

１８歳未満がみんな全部法律的には子どもになってるのですけども、読めばどっちかなと

は感じないのですけども、区別する何か表現があってもいいかなというふうには思います

けど。 

 

○会長 

 それは、例えば子ども、児童。 

 

○委員 

 そうです。児童とイコールになってしまっているのだとは思うのです。書類になってし

まうと、何か考え方に差があれば。どうしても大人が手を差し伸べなきゃいけないという

子どもと自立するのを助ける場面とはちょっと違うかなと思います。居場所という言い方

で引っかかったわけです。 

 

○会長 

 少し年齢によって、保護を必要とする子どもの表現と、その子ども自身が、自立をむし

ろ助長するというか、あまり手を出さないという意味での子どもの表現を分けたらどうか

と。もちろん、あまりその法律の定義はありませんけど、子どもというと、例えば保育園

ぐらいまでの、小学校就学前ぐらいまでのイメージで。でも、学童保育もあるから。そう

すると、これはかなり基本理念にかかわるような、つまり子どもをどうとらえるかという

２つの、それを二分したらどうかというご意見ですが。 

 ちょっと、皆さん、意見がなかなか出ないようですので、順番でお願いします。 

 

○委員 

 まず、読んだ感想と自分の意見と割に一致しますが、感想は、やっぱり市が行政として

やるべきことと、それから対処療法的に、割に待機児童をなくしてほしいとか自分の子ど

もが今保育園に入れないから入れてほしいとかという意見が、実にあいまいに入ってたと

思うのですね。その辺で、逆に電子メールなんかのご意見何かにもありましたけど、そう

いう行政の次世代を支援していくための理念というものはどうなのですかと、それとそう

いう対症療法と混同しないでほしいみたいな感じの意見がちょっとあったと思うのですが、

私もその辺をとても感じるのですが、これから民間がかかわったりしてくるわけですけど

も、行政じゃなければいけないことと民間がかかわれることはどうだということが明確に

市民にわかるようにしていかなきゃいけないのではないかなということ。 

 ついつい全体として感じるのは、対症療法的なことがどうしても市民の要望になるから、

そこに割に重点が置かれていってしまう危険を大変感じるのですね。ここのところは行政

として、何と何を押さえて、さっき先生がおっしゃったように、市がどういう方向で支援

していくか、その強調点は何なんだということを、やっぱりもう少し明確に浮かび上がる
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ように表現していくのにはどうしたらいいのかと。それは難しいなとは思いながら読みま

したけど、つい待機児童がどうのこうのという形が結構多くなるのですね。 

 例えば市立保育園なんかがこれから時間延長にも応じていくとか、いろいろ確かに利用

者側からうれしいなと思う施策がいっぱい入ってますけど、それを実際に過密にならない

のかとか質の低下はないのかとか、職員の増員のこともきちっと配置されるのかとか、そ

ういう細かいところは行政の責任なわけだから、自治会なんかと協力してやっていこうと

いうことは確かにいいわけだし、確かに雨戸がしまってる建物がいっぱいある、そういう

ことを生かしていける、そのときの責任主体はどこなのかとかということを明確にしてい

かないと、文章ではいろいろ網羅されていいのだけれど、実行していこうとするときの責

任主体はどこで、どういう指導のもとにやるのかとかということがどういうふうに明確に

されていくのかなということを感じながら、ちょっと読みました。 

 だから、行政のやること、それから民間がやったり地域がやっていく、その住み分けを

きちっと明確にしていく。それと、こういう施策を、全体をやろうとしたときに、私はい

つも強調するように、やっぱり市民の意識も変革させていかなきゃいけない。行政ももち

ろん、私たち、かかわるボランティア団体とかＮＰＯなんかも、時代が変わって、こうい

うふうに行政の中に子育て支援課がある。今度は何か部に昇格するという話も聞きますが、

そういうものが、本来昔はなかったものがある、そういう時代の市民のあり方、意識のあ

り方はこうなのですよということにもっと力を入れないと、この政策、例えば私たち、子

育て支援課と一緒にやってる多胎児とか産後の子どもたちや親たちをサポートするという

政策なんかも、やってみると、あれっと思う部分がいっぱい出てくるのですね。もう少し

市民が、やっぱりＮＰＯならＮＰＯを理解してないがゆえに、こういう制度はおかしいの

じゃないかという意見も出てきたりとかする。その辺を、これから子育ての、その一つだ

けじゃなくて、いろんなところで協働していくときには、そういう市民の側にも積極的に

意味を知らせていかないと、この政策はなかなか受け入れられていかないのではないかな

という心配を、ちょっと感じました。感想と意見ですが。 

 

○会長 

 はい、ありがとうございます。 

 最初、まずその対象として子どもをとらえるときに、いろいろ援助をしてあげなきゃい

けない対象の子どもは、主に低年齢児だと思います。それと逆に、ある程度もう子どもが

自分の力で伸びていく、逆にあまり介入しすぎないで、むしろ自由に伸び伸びとさせる必

要のある子どもというのを少し分けて考えるべきではないか。それを同じ一つの子どもと

いう形で表現することはどうかという、そういう施策の違いみたいなことを意識したらと

いうお話があったように思います。 

 それからむしろいろいろ市民から要望が出てくる、課題が出てくる。それをすべて行政

がやるべきなのか、ある部分はむしろ市民自身がやったほうがいいという部分もあるし、

そういう意味でも市民の意識を啓発することもあるのではないかと。だから、行政がやる

べきものと、むしろ市民自身がやるべきものというのも少しあるのではないか、すべてが

行政ということではないのではないかと。でも、逆に行政がそれに甘えてやらなくていい

わけではないけれども、そのあたりの仕分けというのも少し考える必要があるのではない
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かというお話があったように思います。かなり基本理念的なところにかかわるようなお話

だったと思いますが、ほかの委員の方はいかがでございましょうか。 

 

○副会長 

 変な言い方ですけど、私はもう５０を超えましたけど、親にとってはまだ子どもなので

すね。そうすると、その子どもという表現は本当にあいまいですから、ごく普通に言うと、

０から１歳までが乳児でというような分け方をしていくと、幼稚園なんかだと、３歳から

５歳は幼児と言ってますね。１歳から２歳、３歳に至るぐらいまでは乳幼児なんていうよ

うな言い方をしたり、小学校の子どもは児童というのが一般的でしょうか。中学生は生徒

とか、もしくは児童・生徒なんていうような言い方もありますから、その辺で区分けをし

ていっていただければ、例えばここの１～３ページである事業一覧には、小学生以上とか

０～２歳児だとか、分かれてますから、そういう形が頭につけば、その後ろに子どもとい

うふうになっても、私としては、親から見れば子どもは子どもという感じからすると、そ

んなに違和感はないかなと。ただ、その頭に区分けをつけてあげればいいのではないかな

というような気がします。 

 それから、私の感想なのですけども、中間まとめをお読みしても、府中市の福祉計画を

拝見しても、幼稚園の部分というのは本当に少なくて、いつも少ないなと思うのです。 

 それで、一番最初の会議のときにお話をしたと思うのですけども、市内の幼稚園の園児

数というのは４，０００人を超えます。そのうちの私立の幼稚園が３，７００をおあずか

りしてます。その書き方が少ないなという部分は、私立の幼稚園側にも問題があるのだな

と。というのは、市との接点というのはほとんどないです。 

 行政的な指導というのは、ほとんど都から来ます。ですから、市との接点もないし、市

から直接お金をいただくというのは、保護者への補助金だけなのですね。そういう意味で

は、口は悪いですけども、おれたちは勝手にやってるよと、ただ保護者にはお金をちょう

だいよというようなことなので、その書き方が薄くならざるを得ない。 

 その中で、この中間まとめの対応した事業一覧の中で、中間まとめにも書いていただき

ましたけども、保育所と幼稚園の負担のあり方というのを書いていただいて。実は、私立

幼稚園と公立幼稚園と比べても、大いに差があるのですね。差があるというのは、例えば

私立幼稚園というのは、通常府中市から、ごくごく普通の方は４，５００円ずつ、月に補

助金をいただけるのです。 

 公立幼稚園は、月に１万円保育料を払うと、あとは要りません。公立幼稚園というのは、

大体１億５，０００万ぐらい経費がかかって、それを約３００人の子どもで割ると、１人

当たり年間５０万ですか。大ざっぱな計算で、そういう税金の投入の仕方は、その５０万

を月で割ると４万になるのでしょうか。ですから、一般的な４歳児は４，５００円、月額

いただけて、公立幼稚園は税金の投入は４万、１人に対して投入をしてる。だから、あま

り公平じゃないから、その辺を考えてほしいというのを、こういうふうに入れていただい

たことに満足しています。非常にうれしく思います。 

 それで、もう一歩踏み込んで、そういうふうに税金上の公私もしくは幼保の格差がある

というのをお認めいただいて、こういうところに書いていただけるのなら、もうちょっと

具体的に、例えば今府中市の４歳児の入園金の平均は９万円ちょっとぐらいです。入園金
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の補助をしている区市はたくさんあります。例えば、三鷹市は今年度、１人当たり３万５，

０００円、入園金を補助しています。ですから、この検討の後に、具体的に入園金の補助

というのをしていただくような形をとっていただくと、とても助かります。 

 今、保育所に入っている方々は３，０００人ぐらいですよね。そうすると、実は幼稚園

のほうが、３・４・５歳児にもかかわらず、多くの幼児をおあずかりしている。そのうち

の３，７００名をおあずかりしてる私立幼稚園の保護者というのは、実は税金では月々４，

５００円しか援助をされていない。だから、その辺で、入園金でも援助していただけると

とっても助かるし、その部分が厚みがすごく増すなという感じがしますので、この文言を

入れていただいたことに感謝しますし、これから検討した上での具体的な対応に期待をい

たします。 

 今のは２つ目の私の感想です。感謝も込めての感想です。 

 それから、３つ目は、おっしゃったように、市は対症療法的にやらざるを得ないという

ようなお話で、対処療法的にやらざるを得ないで、本当にここまでよくなさったなという

か、よくまとまってきたなという感想なのですけども、いたちごっこにならないのでしょ

うか。 

 というのは、府中市というのは行政サービスがいいというのは、引っ越してくる方はみ

んな知ってるのですね。そうすると、その定員枠の拡大とか時間延長とかは何なのかとい

う、つくればつくるほど新しく入ってくる可能性というのはすごくあると思うので、いつ

までたっても待機児が減らないという現状にならないのかなと。 

 というのは、平成元年以来、幼稚園に入るお子さんですら１，０００人ふえてるのです

から、１６年間で１，０００人ふえています。この近辺でも、これだけ人口のふえている

市というのは少ないのではないでしょうか。私は全部調べていません。わかりませんけど

も。ですから、そういう意味では、行政サービスがいいから入ってくるというような町で、

やることは悪くないのですけども、やればやるほど入ってくるという可能性があるのかな

と、これは質問です。 

 それからもう一つは、やっぱり大きな意味では、国がもうちょっと乳幼児、小学校に入

る前の子どもたちに対して、公平・公正な援助といいますか、幼稚園に幾らくれろとか何

しろということではなく、４歳なら４歳のお子さんに対して、同じようにお金をかけて、

不安がないようにしてあげるという大前提が、やっぱり欠けているのかなという気がしま

す。これは市の問題ではありませんが、感想です。 

 以上です。 

 

○会長 

 今、かなり大きなご意見が出ましたけど、この前もうちの大学で説明をして、社会保障

給付費というのがありまして、約７割は高齢者に給付されていて、子ども関係とか出産関

係はほんのわずかです。その意味では、非常に偏りがあるということは、もうそれはいろ

んなところで言われているのですね。ただ、なかなかすぐ簡単には変わらないのですね。

問題があるという指摘だけど、じゃ高齢者の分を減らして回せるかというと、そうはいか

ないと。でも、確かに、お金の使い方をもう少しいろいろ工夫しなきゃいけないし。 

 ただ、もう一つ、経済的な負担もさることながら、医療もそうですし介護もそうだし保
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育サービスもそうですが、やはり人手のサービスなのですよね。お金をかけただけじゃな

くて、やっぱりそこでニーズに即したようないいサービスがどうできるかということと、

正直言って、また行政というのはどうしても公平性ということを優先にしますから、１人

の人だけに格別にお金を使うということはできない。やっぱり、平等に平等にということ

になると、特別なニーズを持った方を、行政がそれに配慮してもまだまだ足りない。そう

いう足りない部分をだれがどういう形で補っていい社会にしていくのかというところが、

多分一つの行政と市民の役割分担なのだろうなという気はするのですよね。 

 行政というのは、確かに大きな力を持ってるし、ベーシックなところはすごく力を持っ

てるけど、やっぱり個別のニーズ対応というところに関してはなかなか小回りがききにく

い部分が確かにあるのだろうなという気がいたします。やっぱり、そういう大きな問題も

考えなきゃいけない。 

 ただ、先ほどのお話の中で、子どもの年齢とか、あるいはその学齢というところで区別

すれば、かなり区別できるのではないかなというのは、私もかなり賛同いたしました。ほ

かの方はいかがでございましょうか。 

 もし、なければ、順番に、恐縮ですが、恐れ入りますが、順番に、こちらにぐるっと回

ってきて。 

    

○委員 

 市民への説明の１１－１の資料で、意見をいただいた人数が３１人というのに関しまし

て、これで市民から直接ご意見をいただいたということになってしまうのかなと。そうな

のでしょうけれども、日にちの設定なり、いろいろあることとはいえ、ちょっとこのご意

見の内容に関しましても、この行動計画という大きなテーマというよりは、苦情なり要望

なりが大半を占めるのかなという感想を持ちました。 

 その説明会に１カ所参加させていただきましたけれども、ここで私たちがかなりいろい

ろ議論した思いとか、あとはちょっと裏腹といいますか、参加された人数が少ないという

印象からも、何か多少空回りの感想を、その説明会では感じました。 

 それと、あと一つ、この基本理念のところで、基本は子ども中心というのを、１１－２

の資料のところでありますけれども、実際そううたってはいても、子どもの声的なものが、

今後どういうふうに取り上げられて、反映されていくのかなという部分は、やっぱり見え

てきてないかなという印象を持ちました。 

 

○会長 

 余計なことですが、一言ずつコメントをさせていただいて、次の方に移っていただきた

いなと思いますが、子どもの意見を聞くということについては、西東京市の子育て計画に

携わっている研究者の方がたまたま学会で発表されていて、例えば中学校の子どもに、何

か子どもの意見を聞く舞台みたいなのをつくらせて、小学校に行って意見を聞くとかとい

うのをおやりになって、かなりいろんなおもしろいことをやってらっしゃるのですけど、

正直言って、なかなかその本音を聞き出すのが本当に難しいのですね。やってみたけども、

確かに声が出てきたけども、本当にこれが代表性のある声かというのは非常に難しい部分

があって、そこは逆に言えば、本当に研究をしなきゃいけない、あるいは子どもたちだけ
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で本当に本音を話せるような場をつくってあげて、それをかなりたくさんやってという工

夫をしないと、多分ただ聞いただけになって、本当にそれがそうなのかというのはなかな

か難しいなという印象は持ちました。 

 でも、それは確かに何らかの形で反映させていかなきゃいけないし、あるいは子どもの

人権ということも。そうすると、親子というのが、やっぱり分離しなきゃいけないのです

よね。親は親の意見、子どもは子どもの意見という。異なる年齢になれば、また別の意見

を持ちますので、それは逆に言えば家族分離みたいな、そういう視点を持ち込まなきゃい

けないのかなと、個人的に思っています。 

 それでは、いかがでございましょうか。 

 

○委員 

 先ほどの説明を受けて、きょう配られました資料１１－４、新しく開設される家庭支援

センター「たっち」が非常に多岐にわたって重要な機能を持たすものとして計画されてい

ると見受けました。そこで、もう少しここに関しての詳しい内容を知りたいと思ったのが

一つです。 

 それから、資料１１－５をひととおり目を通して、学童のところが気にかかりました。

今後、学童に入所する児童がどんどん拡大していく可能性が強い中、現状と計画目標の間

に、受入人数的にも箇所的にもさほど差がなく、これではすぐパンクするのではないかと

感じました。 

 

○会長 

 それは、市のほうの目標数値が低すぎるのではないかという懸念ですか。 

 

○委員 

 はい。あと、やはり学童に関連した内容なのですけれども、障害児枠というのは各施設

で何人と決まっているように見受けました。申込み数がその枠を超えますと、枠があいて

いるところの学童にその方たちは行くようにお願いされているようなのです。しかし、実

際には障害児を持った方にとっては自分の学校を離れた施設に放課後移動するというのは

非常に負担がかかる。そういったことに関してはどういうふうに対応なさるのか。すごい

細かいことなのですけれども、健常児枠を減らしてでも、同じ学内に障害児の方は入れる

ような配慮とか、そういうことは考えていらっしゃるのでしょうか。 

 

○会長 

 その点に関しては、行政のほうから後でお答えをしていただきたいと思います。 

 

○委員 

 ちょっといいですか、今の関連で。うちも実際に障害のお子さんを送迎していますけれ

ど、その年度によって移動させられます。そうすると、障害のお子さんは、やっぱり状況

をきちっと把握し、危険のないようにとか、いろんな神経が働かなきゃいけないのですけ

ど、移されることによって、本人のほうもなれないところへまた移される現実はあります。 
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 そういう点も含めて、さっき私が言ったように、こういう施策をやろうとしたときに、

職員の配置がどうですかという話をしたけれど、学童、例えば一小なんかは、先生は地域

のことはよくおわかりにならないので申しわけないのですけど、１００人の子どもを少な

い職員というか、担当者であずかっていると、なかなか昔の子どもと違いますから、しつ

けや何かもかなりできてないとか、いろんな問題があったりして、大変しんどいという話

を。学童の職員を、私のみもざの会員も何人かやっておりまして、いろんな情報が入りま

すけど、そういう現場があるということを含めて、ちょっと行政の説明を聞けるといいか

なと思います。 

 もう一つ、ちょっと申しわけないのですけど、さっきおっしゃってくださったことで、

行政の役割といったことについての補足なのですけど、やっぱり国が子どもをどう見てど

う育てようとしているかというところがなくて、もう自治体に何かやりなさい、やりなさ

いといろいろおりてきいてる。自治体は市民の希望、ニーズをなるべく満たしていこうと

思うと、本来次世代を担う子どもたちをどう育てようという国の施策が、本当は何かない

みたいな気がすごくしてるのですね。 

 その辺を、国の役割、自治体の役割、民間の役割、市民の役割ということを、もう少し

きちっと住み分けて考えていって、その中でいろんな問題が出てきて、その政策を決めて

いくということは大事ですけれど、そこがどこかに行って、その対症療法的なところに追

い回されているのが、府中市だけじゃなくって、今の国の姿かなというふうに思って、そ

こをとても心配しますということ、補足です。 

 

○会長 

 国の今の施策の方向は、むしろその行政を、お金も含めて地方に移譲する。また、自治

体も、今三位一体ということで、財源を自治体のほうにもらって、自治体の責任でやりま

すよと。そうすると、今度は、今までは補助金で義務的にこういうことをやらなきゃいけ

ないことが自治体の裁量になるから、意欲の高いところはいいけど、意欲の低いところは

サービスが下がるのじゃないかというような議論がありますけども、国の流れとしてはそ

ういう方向ですね。今までの財源を地方に移譲して、地方の判断でやってもらうという大

きな流れで、しかも財源はそんなに伸びてない。ある意味で、非常に厳しい状況の中で、

でも責任だけ自治体は押しつけられてという状況があることは間違いないですね。残念な

がら、まだまだ子育てに関して、高齢者ほどは、国レベルの意識がまだ高まっていないと。 

 それともう一つ、庭山委員のお話に関して言うと、確かにそれはそうなのですけども、

片や、平田先生が先ほどおっしゃったように、府中市だけが突出すると、みんな集まって

きて、どんどんどんどん需要がふえてくる。もう幾らやってもやっても足らなくなるとい

う状況もありますよということなのですよね。しかも、去年よりも、例えば子どもさんが

２０％ふえましたと。とてもそれはすぐにはなかなか新しい場所を開設できないし、人も

雇えないから、常に後追いになって、行政としてやってるのだけども、不満がいつまでも

消えないということはあり得ますよね。だから、そこは確かにそういう理想なのだけど、

やればやるほど府中市だけが周りからどんどんそういう人たちを集めてくるという、何か

そういうジレンマみたいなものもあるのだというのは事実だと思いますね。それも含めて

どう考えるかということも、考えないと、やります、やりますだけではなかなかという気
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もしないではないのですけどね。もし、何かご反論がありましたら、その上でまた行政の

ほうから。 

 先に行政のほうから、それに関してちょっと。 

 

○子育て支援課長 

 先ほど一つご質問をいただいて答えてないので、そこからさせていただきますけども、

保育の関係で、府中市がやればやるほど、それはもう子どもは入ってきちゃうのだという

お話だったのですけど、特に保育については、児童福祉法という法の中で、要は保育に欠

ける児童は、昔で言えば福祉事務所が措置しなきゃいけないと決まっておりまして、なか

なか、現状待機児がいる中で、そこに手を打っていかなければ、例えば必ずしも新しい住

民だけでなく、古くから住んでいるところのお子さんも救えないと、やらない限り救えな

いと、こういう現状です。 

 似たようなところで、例えば医療費の助成制度というのがあって、たしか昭和４６年ぐ

らいから就学前の医療費の助成制度を単独で始めたのです。東京都が始めたのは平成６年

です。それまでは、府中を含めて、たしか５つか６つの団体しかやってない、単独事業だ

った。これも、ある意味で府中市は交付税が不交付という、そういう財源の使い道の部分

である程度自由にできるという部分はあったのかもしれませんけども、それをある意味で

先行してやってきました。 

 それも、そういう他市より一歩進んだものをやっていけば、人口が入ってきちゃうとい

うところはあるのですけども、逆に言うと、必要と思った部分をやらない限り、その水準

は上がっていかないというところがありまして、何と申し上げていいかわかりませんけど

も、動かない限り水準は上がっていかないという現実だと思います。 

 それで、質問で、まず「たっち」の関係ですけども、いろんなところで「たっち」が出

てきて、十分な説明を受けてないけども大丈夫なのかということなのですけど、これは細

かくお話はできませんけども、要はまさしくここでこれから新しい視点で求められるいろ

んな施策というものを検討していくと、結果としてあのような機能が必要だったというこ

となのです。 

 府中にはしらとりが、現実にはもう平成８年からあり、新しく機能をつけ加えた部分も

ありますけれども、「たっち」は、今求められている新たな子ども家庭支援センターとして

つくりますので、結果としていろいろな機能がそこに集中してしまうということになりま

す。それは、まさしく、そういうことを考えて我々のほうもつくっておりますので、大丈

夫というよりは、ある意味想定をしながら、我々も取り組んでおります。 

 それから、あと、学童の関係で、まず目標の関係を私のほうでご説明しますけども、ニ

ーズ調査のところで、中間のまとめでいくと、２３ページ、２４ページで、ここで現状１，

６４２人を２２カ所、これを２，０４５人。箇所数は２２カ所ですが、枠としてはかなり

伸ばしております。 

 これは、この推計をご説明したときに細かくお話ししたかどうかはわかりませんけども、

実はアンケート調査ではもっと低く出てるのですけども、これは現実に学童担当のほうで

持っている数字で、修正をしました。高いほうの数字に修正をしております。ですから、

我々としては、これはニーズ調査の生の数字より、より高い、大きな数字をとっておりま
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すので、現状の中ではこれで乗り切れるだろうと見込んでいる数字でございます。 

 それから、あと、障害児の関係、例えばその枠があって、考え方として、健常児枠を減

らしても障害児をふやすべきではないか、それから１００人を超える現状等について、学

童担当からご説明をします。 

 

○保育課主幹 

 今、お尋ねの目標数が少なくないかということでございますが、私どもは、過去３カ年、

５カ年を見ていますと、大体毎年１００名前後、その年によってバラツキがございますけ

ど、８０～１００名前後、ふえております。 

 それと、あと就学児童のある一定率がございまして、今年度で約２６％。ですから、４

人に１人。１年生から３年生の就学児童の総体数のある一定数が学童に来るというのが４

人に１名という割合でございます。この毎年の伸び率を就学児童の予測数に掛けまして割

り出しました数字が２，０４５人という数字で、これは私ども、あまり大きくはないので

すけど、過去の実績数値から見ますと、このくらいの数値になるのではないかと思ってお

ります。マンションとか、その数、外部要因の増加につきましては入れておりませんけど、

過去の伸び率から割り出した数字でございます。 

 それと、２点目の障害者の対応で、枠があるのはどうするのかというお尋ねでございま

すが、毎年障害児の数はふえております。これは、具体的に申し上げますと、身体よりも

知的発達、それから多動性障害といった関係が非常にふえております。ボーダーの方がふ

えているという状況でございます。 

 その中で、その枠を最大４名持っておりますが、その４人の枠があるというところは、

固定学級があると、なかよし学級があるという小学校区に４人ということで、需要が多い

だろうということで、４人の枠を持っております。 

 これを突破しますと、他の近隣した学童に、高学年の方からお願いしたいということで

行っているわけですけど、その枠をなぜ持っているかという理由は、ご案内のとおり、１

学童を集団で育成すると、それから限られた人数の指導員の数がいます。当然、障害者が

１人ふえるごとに、２名に１名の割合で指導員も加配しておりますが、それ以上に、プラ

スアルファで、その全体の育成もなかなか難しいということでございます。 

 例えば、指導員のほうの現場に聞きますと、集合してくださいと言っても、言いにくい

ことですけど、大勢の障害をお持ちの方があっち行ったりこっち行ったりと行ってしまう

方が多いと、全体の育成がなかなか難しいと。限度が４名じゃないかということの中で、

今４名とお願いしているわけです。 

 それと、あふれた場合はほかのところに移るというのは、本市は低学年優先ということ

でやっておりますので、高学年になりましたら、近隣の学童にお願いできないかというこ

とで、苦肉の策でお願いしているわけでございます。 

 それと、大規模の関係でございますけど、現在の施設を整備する折に、一小学校一つと

いうことで整備してきまして、現在に至っておりますけど、最大で、第３学童というのを、

最初のところにあるところが１２０名近くいます。その対応をどうしているのかというと、

定員は持っておりませんけど、１人頭の収容面積を持っておりまして、それに準じて施設

を改修、増改築していくと。それでも足りない場合は、限られた財源のうち、教室をお借
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りしまして育成室に充てております。ですから、そのような、個々に違いますけど、何ら

かの面積確保は必要というふうに思っております。 

 それと、あと部屋を幾つか、教室に一つお借りして、それから学童でも１階と２階とい

うふうに分かれておりますので、その中でクラス編成をして育成をすれば、この大規模化

はある程度対応できるのではないかと、そのように考えております。 

 以上でございます。 

 

○委員 

 今のお話を聞いて、やはり障害児を持つ方の立場で意見を言いたいのですけれども、障

害児を持っている方、特に自閉症の方は、環境の変化に順応することが苦手で、新しい環

境になれるのに非常に時間がかかる方が多いので、枠がそういう理由であるのはしょうが

ないとは思いますが、やはり定員枠を超えて障害児を受け入れなければいけないような場

合が生じた場合には、同じ学校内で、同じ敷地内の学童で受け入れをして差し上げるのが

順当じゃないのかと、私は思っています。 

 健常児の方は、逆にちょっと離れた隣の学区の学童に移動することに関しては、障害を

持った方よりは容易ではないかなと思うので、その辺の配慮というのを今後、していただ

きたいなと、個人的な意見です。 

 

○会長 

 しらとりの先生もいらっしゃいますので、そのあたりも含めてなんですが、つまり個別

の処遇と行政の、非常にある面で画一的なところの差なのですよね。行政の枠取り、財政

が豊かな時代はもっと定員をふやせという形で、一律すべてやれたのだけども、財源が少

ない中で、そういう個別の高いニーズを持っている方について、どういう処遇の仕方があ

るのかという、ある意味では新しいことだし、逆に言えば府中市がここまで進んでるから、

全国にあんまり例のないようなことを、今府中市が考え、当面していることだと思うので

すけど、そのあたりも含めて、いかがでしょうか。 

 

○委員 

 先ほど行政のほうから説明をいただいて、これだけのことを今後やっていくということ

はとてもすばらしいと思っております。 

 その一部を、今しらとりという、子ども家庭支援センターで、私どもが運営をさせてい

ただいていて、確かに平成８年、始めたとき、あまりニーズもなくてと言うと語弊がある

のですが、それなりにあったわけですが、今あのときから比べたら、サービスの数字なん

かは随分変わってきまして、最初の年が１，５００ぐらいのトワイライトの利用が、昨年

度が延べで５，９００人、ことしはもう既に半年ぐらいで３，２００という数字を超えて

きていますので、それだけ市民の方に知られてきたというのが一つあるかと思います。 

 ですから、今後もこういう事業の中で知られてくることによって、またニーズが出てく

るというのも一つはあるでしょうし、また私どもは、今ひとつ運営を担わせていただいて

いるという意味からいうと、もうハードの部分ではなくて、先ほどから出ている、今度は

ソフトの部分をいかにきちんとやれるかとかやっていかなきゃいけないのかなと考えてい
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ます。あとニーズは、この８年間、９年間、相談電話等をやりながら、また今のお話も含

めて、いろんな方からうちの子どもをあずかってほしいとかというお話から、こういうこ

とで悩んでいますということから、すべてあって、それに合わせて少しずつ内容を変更し

てきたみたいな部分も、しらとりでは現実にあるわけですね。やっぱり、それはそれとし

て必要だなと思っております。 

 今、次世代というところで私どもが思うのが、今まで福祉というと、どちらかというと

一部の困った方々のための施策という考え方が強かったと思うのですが、やはり今は子育

てをしている方全体が、何らかの形で自分たちが選択できるというか、利用できるような

形の福祉へ変わる時期なのかなと。 

 ですから、今、本当に何でもないかもしれないけど、ある日自分が病気になったときに、

子どもさんがだれか見てくれる人がいないのかといったときに、こちらにいらっしゃいま

すように、ＮＰＯさんでもおやりですが、しらとりでもやってます、ファミサポでもやっ

てます、こういうのがありますということをきちんと提示して、その中で何か自分たちが、

そのどれを選んでいくのか、やっぱりそれが一つはあるのだろうなと思っております。 

 ですから、今後はお金があるないというのも違います。ただ、いろんな制度があっても、

やっぱりまた狭間というのはあるのだろうと思いますので、そこを臨機応変に対応できる

システムみたいな、ソフトの面を何かしっかりとつくりたいというか、私どもが今させて

いただいている部分からいくと、そういうことも含めながら、これだけのことがきちんと

できたらすごいなという思いで、今聞いておりました。 

 

○会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、こちらのほうに移りまして、いかがでございましょうか。 

 

○委員 

 私も、次世代育成支援行動計画という大きなテーマで、大変難しい問題でした。子育て

家庭のニーズに対して、既存のものを活かしながらいかにそれに近づけるかということを

考えてきましたが、市のほうがこれだけの検討案をお出しくださったことに、本当にすご

いなという感想を持ちました。 

 これが達成できたら、今までのニーズに少し近づけるのではないかと思います。あとひ

とり親家庭の問題ももう少し考えていただきたいと思います。 

 また、次世代育成支援行動計画という大きなテーマの中でこの基本理念にあるように、

中心は子どもであるということをきちっと見据えておかなくてはいけないのではないでし

ょうか。 

 

○会長 

 こちらのほうに府中市の福祉計画にありますが、「ひとみ輝け！府中の子どもたち」とい

う、多分これが何かゴールというか、最終目標なんですね。子どもが本当に目が輝いて、

生き生きしている、そういう府中市であってほしいというのが多分ゴールで、例えば保育

所をつくるとか学童保育だとかひとり親家庭に何とかかんとかするというのは、それに達
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するための手段なんですよね。 

 多分、家族が非常に小さくなったり、あるいは離婚等がふえて、家族でなかなか子育て

がまかなえ得ないような人たちがふえてきたから、今までは家族に任せておけばよかった

部分についても、行政が何かいろいろ心配しなきゃいけないとか、行政の一律的な政策水

準は上がってきたけども、やっぱり個別の１人ひとりの家庭の問題、まだまだいろんな狭

間がある。それをどういうふうに埋めていくかという、その手段のところはすごく多様だ

けども、多分ゴールは非常にはっきりしてるんですよね。子どもが生き生きとするために。 

 でも、昔は家庭がかなりしっかりしてたけれども、家庭がいろいろ問題を抱えたり、あ

るいは母親が働きにいかなきゃいけないような状況になれば、その支援も新たな必要が出

てくる。だから、施策はもうどんどんいろんなものをつけ加えていかないと、そのレベル

に達しない。 

 でも、やっぱり最終ゴールと手段というのは非常にはっきり分かれていて、ゴールは、

今おっしゃったように、かた苦しいことを言う必要は多分ないと思うんですね。１人ひと

りの子どもが本当に目が輝いているような府中市になってほしいという、多分それが願い

なんだろうと思いますけど。 

 でも、確かに、今言われたように、ひとり親家庭の問題というのは、かなりいろんなも

のを抱えてらっしゃるというのはおっしゃるとおりだと思います。 

 何か、まだコメントがございますか。 

 

○会長 

 いかがでございますか。 

 

○委員 

 先ほど学童の件なのですが、実際には学童を変わった場合、お母さんが就労する中で、

障害児の方はどういう形で他の学童に移動してるのでしょうか、ちょっとお聞かせ願いた

いと思います。 

 

○保育課主幹 

 実態は、有料の、あとはボランティアの、個々の親御さんがお願いしました人をつけま

して、それで学校が終わってから、そちらのほうに行くということでございます。 

 それと、あともう一つは、都立の養護学校、調布、府中、たくさんございますけど、そ

ちらのほうからも学童に来ますので、その方たちは最寄りのバスが、幹線道路の最寄りの

ところにおろしてから、そこからお願いしました方に連れてきていただくという形をとる

ことになります。 

 

○委員 

 そうすると、中には、ボランティアでまかなえない方が有料で払ってらっしゃるという

ことだと思うのですね。それは市のほうで持っているわけですか。 

 

○保育課主幹 
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 それは、本来は、これは別な所管ですけど、障害者のほうの担当課でそういう事業所が

ございますので。ただ、それが対象にならないと、私は聞いておりますけど、その辺はち

ょっと担当じゃございませんので、明確には。 

 

○委員 

 実際、移らなくていいお子さんと移るお子さんに関しては、親の費用負担が変わってき

ているという現状をどういうふうにとらえていくかということが一つあると思うのですが、

それ以前に、やはり学童へ入れる目的というのは、子どもが健常児であろうと障害を持っ

ていても、親が就労しているという中で健全に育成される方法としてとっているわけです

から、これに枠があるのは私はおかしいと、基本的には思います。 

 それはもう人がかかるのは、それは目に見えていることなのですけれども、どんなお子

さんであろうと権利があるわけですよね。それはどんな家庭にしてもあるわけですから、

そこで枠を設けること自体、いかがなものかなというふうに、考え方としてはひとつちょ

っと整理すべきじゃないかなというふうに思って、この辺はどんどんちょっと枠をつけな

いような形で、やっぱりそれに対応していく形を考えていかなければ、そこで区別してい

るわけですよね。それが、根底にノーマライゼーションの社会を目指す府中があるわけで

すから、それについては、やっぱりちょっとそういったところの仕組みから変えていかな

いと、一つ一つハードルは越えていかれないかなというふうに思います。 

 ですから、それを、現実、計画目標の中にどうやって入れるかということを考えていく

べきじゃないかなというふうに思います。さらなる４年生、５年生、６年生になると、そ

うやって枠がふえたことがごく最近なものですから、地域の養護学校へ行っても、学童に、

地域の子どもたちが集まる場所に行けるということが、もうそれは画期的な話だったと思

いますし、それはすごいことだというふうに実感をしております。 

 あと、行き場というところで、ナイスデイキッズと根っこクラブで、２カ所しかない。

ナイスデイも１カ所になったというような経緯がここのところであって、４年生、５年生、

６年生、あとは中学校になっても、障害を持っていると、やっぱりほとんど親が働けない

状況になってしまいがちですね。その辺で、やっぱりもっともっと行き場、これが計画目

標で、現状２施設というふうになっているのですが、これに関してはちょっともう少し考

えていくべきかなというふうに思います。これは３つあったのが２になった現状で出され

ているかと思いますが、これに対してはもうちょっとふやしていく方向も考えていかなけ

ればいけないのではないかなというふうに思います。 

 それから、基本理念等の資料、１１－２なのですが、これは順を追って、私も見ていく

と、かなり現実に即して、きちっと子どもが中心、親支援、地域というふうに明確に書か

れて、さらなる形としては、やっぱり共働き家庭を中心とした子育て支援のあり方という

のは、今まさに政策として進んできたのが、そうでない方にということで、ここですごく

明確になってきた。また、ソフトづくりを重視していこうということに関しては、すごく

やっぱり一歩、この計画の中で積み上げた中においても意義があったというふうに思って、

ちょっととらえさせていただいております。 

 今ある施策について、報告がありました中間まとめに対応した事業等の一覧で、最後の

ところで、やっぱり子育て支援連絡会というのを今後立ち上げて、住民と一緒になって考
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える、そういう会を発足して、その中でもう細かく積み上げていくことが、まさしくこれ

からの次世代の支援計画を実現する意味でも、大変必要な項目がここに入ったので、確か

にありがたいなと思いました。 

 それと、最後になのですが、ＮＰＯ活動をしていく中で、やはり市民の方の力、１人ひ

とりが参加すれば、かなりの大きな力を持っていらっしゃるわけなのですが、まだまだ時

間をある程度拘束すると、自分の時間を地域へ注ぐという、そういう気持ちの部分が、ハ

ードルが高いのかな、そういったあなたのこの時間でいいから、この部分でいいから、こ

のあなたのよさを地域にもっと生かしましょうという、そういった働きかけをこの次世代

の中で、やっぱりどんどんしていかないと、本当に絵にかいたもちというふうなところで、

住民１人ひとりがどうかかわるかというのが大きなポイントだと思います。 

 現に、ニーズはたくさんあるのですけども、ＮＰＯで支援できるのはもうたったほんの

一握りというところで、活動できる人をふやしたいのですけど、なかなかそれが一歩一歩

前に進まない現状があります。その辺での、困ったときに、ああいう災害で１人ひとりが

右往左往してしまって、団体となし得ない部分が出てくると思います。 

 今はもう１人ひとりの力を生かせる場はいっぱいあるにもかかわらず、その力を出せな

い、またはそういう地域へのかかわり方を自分の中で使わない。その辺の部分を、どんど

ん地域づくりの中の指針に住民がいかに地域へかかわれる主体者となるかという、そこを

もっともっと文章的には入れたいというふうに思います。それをしないと、この計画は、

細かい部分でいっぱいつくってもいたちごっこという部分が、ちょっとした精神的な支え

で済む人たちがたくさんいるので、やっぱりその辺では１人ひとりの市民の意識のレベル

アップをいかに図るか、そこが課題かなというふうに思っております。 

 

○会長 

 ありがとうございました。 

 先ほどの学童保育の定員の関係で、定員を設けている理由が、やはり集団保育みたいな

ものをするのに、そういう障害児の方がたくさんいるとやりにくいという、恐らく現場の

保育者の観点だと思いますね。 

 障害を持っている子どもをどういうふうに保育するかという、やっぱり保育技術の問題

に多分かかわっていて、その点は保育士の方の技術発達ということと定員数とを考えなき

ゃいけないと。ただ単に定員をふやせばいいのかということだけの予算的な問題以外のこ

とがあるし、そういうかかわりの中でどういうふうな保育をやったらいいのかという、技

術を高めていく中で、これは論理的に定員数をふやさなきゃだめだというみたいなものが

出てこないと、ただ一定数に対して何人だという割当てでは、多分保育技術が追いついて

いかないと、やってみても効果が上がらないみたいな話になってしまいます。そこは、や

っぱり時間をかけて、保育士の方の技術も磨いていただかないと、多分そういう要素も必

要かなとちょっと思いました。 

 

○委員 

 福祉というのを分けていて、子育て支援というのが一つできただけに、やっぱり障害者・

児という福祉区分になっていて、障害児は子育て支援の中にまだ入りきれない、障害者の
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ほうに入ってしまって、どうも教育の分野でもそこは分断されて。だから、そこは、やっ

ぱり現場の人たちは難しいと思います。障害児を理解できる技能がどこまであるのか、そ

こはやっぱり子どもという視点で、この政策だからこそ言って、やっていかなきゃいけな

いのではないかなというふうに思いますが。 

 

○委員 

 例えば、今の話の中にもあったし、課長の話の中にもあったけども、府中市としては苦

肉の策でいろいろやっていてという表現もあったと思いますけど、ただ学童なんかで、今

先生がおっしゃったように、枠が、現場の指導員の要望なんかもあるのではないかという

ことですが、指導員の側からすれば、やっぱり確かに障害のお子さんは、病状によって手

がかかるお子さんもすごくいるし、じっとされている方もいるんだけど、そういう専門の

知識を持ってる職員を何人かの中の１人としてきちっと配置しているのかどうか。その辺

が全部同じ指導員で、一部を担っているというふうに聞いているのですが、正しい情報じ

ゃないので、そこを教えていただきたい。 

 それから、先生にちょっと質問というか、専門的な知識ということでご質問なのですけ

ど、要するに府中市はいろいろ、この全部資料を読んで、この２年間、私たちもかかわり

ながら施策をつくってきて、本当にいろんなことを、市民のニーズも入れながら、とても

よく網羅したと思います。 

 とてもよくできていると思うのですけど、そのときにいつも聞こえてきていたのは、予

算があるからとかというのだけれど、さっきの意見の中で私が申し上げた国の役割という

のは、国は国家予算があって、その中で子どもたちをどう育成するかというところの視点

があったら。 

 確かに、言葉はいいのです。自治体にすべてのものを移譲していく、財政も含めてとい

う、地方自治、分権というのはとても言葉としてはきれいだけど、実際に本当に国として

どういう政治をしてどういう子どもを育ててどういう社会、国を築いていくのかという責

任からすれば、補助金も含めて、全部自治体に任せますよというのが、果たしてそれでい

いのでしょうかという疑問は、私はいつも持ってるのですね。 

 そこら辺が、移譲するなら移譲するなりに、国はその自治体にすべてお任せといって。

府中市は比較的財政も豊かだったから、それから経験も豊かだったから、苦労しながら、

現実の、電子メールにもありますけど、ここはとってもいいわよと、お友達を府中市に誘

っていますという声もありましたけど、そういう現実があるということは、確かに府中市

はほかの市、ほかの県や何かよりはよっぽどいい政策をとってきてるのですよね。だから、

そういうふうになるのだけど、それを国が自治体にすべて任せちゃっていいのだろうかと。 

 こんな大きい疑問をここで言ってもどうしようもなりませんけど、多分自治体の行政の

ほうの側もそのことを口には恐らく出さないけど、全部押しつけられちゃって困っている

よねというのが、私は一種本音だと思うのですね。だけど、この中で、とにかく市民にこ

たえていかなきゃいけないという苦肉の策というわけだけど、私はやっぱりかけるべきと

ころには、必ず予算はかけなければいけないと思ってるのですね。 

 だから、府中市なんかもいろんなことを見直しながらやっていることは承知はしており

ますけど、そこのところをきちっとこの政策の中に、今おっしゃったように、理念も、そ
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れを点検する文章やなんかも盛り込んでいかないと、いいことが網羅されていても、なか

なか実現には難しいなということをとても懸念するのですね。だから、その辺をどういう

ふうにするか。 

 私は、ＮＰＯの協働のほうの委員もやっていますが、新しい時代の新しい動きだから、

みんな悩みながら、模索しながらつくっているということは承知しているし、とてもいい

ものがそれなりにできてきたなというふうに思っていますが、それを、さっき先生が冒頭

でご説明があったように、１０年の立法で５年で見直しという、そのもう一歩先、細かく

点検をしていく場所、それを点検するときには、行政の方も入り民間も入りとかという形

で点検をしていくということをちゃんと明文化しておかないといけないのではないかなと

いうふうに思います。 

 その質問ですけど、国が自治体に投げちゃってしょうがないのだと思って、そこからス

タートしなきゃいけないのかどうか、その辺を、恥ずかしいですけど、そういう疑問をい

つも持ってるのですけど、どういうふうに国なり自治体なりに専門家の方は答えていただ

けるのでしょうか。 

 

○会長 

 児童福祉法が戦後にできたのですね。昭和２２年にできまして、いわゆる措置制度とい

うのができました。保育所で言えば、認可保育所にはかなり公費を、今は大体五分五分で

すけど、昔は８割国庫負担があって、地方自治体が２割負担で済んだ。それで、低所得の

働く世帯のための保育費用を、かなり税金でまかなっていくという制度ができたのですね。

それで、一般家庭でも、どんどん女性が社会進出するようになって、それを使うようにな

った。 

 ところが、非常に多様な働き方、特に高学歴になって多様な働き方をするようになると、

通常保育以外のいろんな保育ニーズが出てくる。それは、基本的に認可保育所ではあんま

りやらないので、民間の営利の事業所が出てきたり、無認可のところが出てきて、そこが

保育料は非常に高い。だから、保育所の中でも保育料の格差があるし、幼保の格差は、先

ほどのように、もともと経済的な部分はあるわけです。 

 国が、一応最低基準ということで、例えば子ども何人については保育士を何人張りつけ

なさいとか、一定のこういう面積がなきゃいけないとか、給食はこうしなさいとかという、

そういう基準を決めている。その国の基準は基本的に変えない。財源を地方に移譲すると

いうのが今の考え方なのです。だから、国は別に責任は放棄していませんよと、今まで全

部補助金であれやれこれやれと言った部分を外して、自治体の裁量にお任せしますよとい

うことなので、その論理からいうと、別に国は基準を示していますよ。こういうふうにや

りなさいと、最低基準は示しています。それ以上やるかやらないかは、自治体の財源の中

で、住民が議会で決めなさいよと、住民の意思がより反映しやすくなるでしょうと。 

 今度は地方に返してみると、そういう意識の強いところと弱いところ、逆に言えば子育

てに関しては、高齢者に関しては高いのだけども、地域住民の意識が比較的低いのですよ。

同じ女性でも、子育てを終わってしまうと、私はやりました、今の若い人はだめねと言っ

て、同性の中でも結構冷たい部分があるのですよね。今、実際子育てをしている人たちの

声は、なかなか地方議会にも反映しない。まして、国の国会でもなかなか反映しない。そ
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れでも、児童手当がことしの４月にさかのぼって、小学校３年まで出るようになった。少

しは前進はしていますけど、まだまだ十分ではない。 

 やっぱり、そこをこういう自治体計画みたいなことで、そういう実際子育てをしている、

あるいはその実態をよくわかっている人たちが、少なくとも府中市の市民に対してちゃん

とアピールをして、もっともっと支援してくださいということを、ある意味自治体レベル

でやれるようになってきたわけですよね。そこは、逆に言えば、むしろ府中市なんかは特

にやりやすくなったのではないかなという気はしますけども、ただ格差が相当広がるだろ

うなということは懸念されます。財源は与えたけども、そのとおり使わなきゃいけないと

いう制約がなくなりますから、横流しで使う自治体も出てくる可能性はある。そうすると、

格差が非常に広がるという可能性はあります。そこは本当に懸念は、私もしていますけど。 

 

○委員 

私は公募市民という立場からここで議論された事がどういう風に市民に伝わっていくか

が気になっています。それで先日の「中間のまとめの公聴会」にも出席しました。公聴会

に参加した方の意見でも、市民の情報源として「広報ふちゅう」が果たす役割が非常に大

きいことを痛感しました。 
この会議で話し合われた事ですが、ボランティアの育成のためには社会福祉協議会も力

になっていただきたいという意見が出ました。 
そうしますと、現在「社会福祉協議会便り」が配布されボランティアの育成講座のこと

も出ていますが、「広報ふちゅう」と統合して市民に情報提供されるほうがより浸透しやす

いと思います。この点も討議されると良いと思いました。 
 

○会長 

 いかがでしょうか。 

 

○委員 

 私も公募で参加させていただきまして、最初から今まで、もう本当に皆さんの話という

か、私にとっては本当に嫌じゃなかったのですけど、こういうふうに社会って、それぞれ

の皆さんの分担で、こんなにプロの人たちの生きざまを一般ですと見られませんでしたの

で、自分が進んでこの会に毎回出席させていただいています。 

 私が言えることは、子育て、子ども、人間の子、何しろ生き物ですから、活字では決し

て育てられない。それから、やっぱり心、それから人、周り。だから、つい地域かなとか、

どうしてもその時点からは抜け出られないレベルなのです。 

 ただ、きょうの中間の資料を見せていただいて、もう本当に満天のような、パッと晴れ

た気持ちで伺わせていただきました。 

 私の観点は、確かに広報をとっても見るようになりまして、隅から隅まで。もし、広報

が利用できるのならと思うことは、例えば中河原の駅に、鎌倉街道に歩道橋が２つかかっ

てるのです。お遣いに行くとき、そこを歩きながら、本当にあっという間に汚れるのです

よね。月に１回か２回はお掃除が入っていて、きれいになって、ああきょうほうきとちり

とりを持ってくればよかった、だけどきょうはあそこまで行くから、一応スーツを着てい
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るからと思いながら、勝手なことを思っていて。もし、広報に「お掃除する人集まれ」と

か出たら、私は参加しようかなとか。何しろ弱い人間なので、１人じゃ何もできないとい

う、悲しいのですけど。もし、そんなふうな呼びかけみたいなのが広報の隅っこにあった

らいいなと思っています。まとまらないことですけど。 

 

○会長 

 いかがでございましょうか。 

 

○委員 

 だいぶ欠席がかさんでおりまして、お話が全体的なものというよりも、個別になってし

まう懸念をもちながら発言させていただきます。 

 一つは、基本理念、目標というと項があり、親支援、それから子ども地域づくりという

形で出ていて、「子ども中心」と表記されています。これは、並びとしていいのだろうかと

いうのが一つの疑問です。「子ども中心」というのは、気持ちとしてはわかります。 

 ただ、２つ目の「・」を見ると、子どもの成長、発達を支援していくという述語に対し

てだれがというふうになってくると、当然親とか私たち社会とか大人ということになって

いくと思います。基本は「子ども中心である」という、気持ちはわかりますが、こういう

表現でいいのかなと疑問に思いました。 

 なぜかというと、私たちの社会や大人社会をよりよく発展させ、引き継ぐのは次世代の

子どもたちです。その子どもたちを、自分たち親社会は社会の責任と育てる喜びを感じな

がら子どもを育てていくものだと考えるからです。「子ども中心」という言葉のみが一人歩

きをしてはいけないと思うからです。 

学校現場にはいろいろな情報が入ってきます。近隣の市で卒業式の在り方に関して「子

ども中心」を口実にして校長室に子どもたちが２０人、３０人と入ってきて土下座をして、

国旗をおろしてくださいとか国歌をやらないでくださいと訴えたと聞いております。 

 子どものためと言い子どもを前面に出しながら、本当は自分の主義・主張や利益を追い

求める大人の身勝手な行動を結構見てきました。私自身は子どもを中心に据えた教育をし

たいと考えてやっておりますが。 

 子どもを育てる、教育するのは大人社会です。我々は責任と喜びをもって教育している

のです。こういうふうにボーンと出てくると誤解する人がでてきます。悪用する人がいま

す。例えば児童憲章です。結局は使い方、両刃の剣だと思います。一部の大人が自分の意

見を「子ども中心」を全面に出汁ながら他に押しつけ強制してくる危険性があることを聞

いてほしかったのでお話をしました。 

 障害がある子の対応に現場が混乱することがあります。就学通知というのは、この地域

に住んでいるからこの学校ですよという形で保護者に連絡が郵送されてくるわけです。そ

れは、１月ぐらいに、いわゆる年齢に達した子どもには全員来るわけです。学校にどこそ

この幼稚園・保育園からこのような障害がある子が入学するというは情報が入ってきます。

しかし、受け入れ準備の為に親御さんとはお話をしようとしてもしない、したくないと拒

否される場合があります。そうした保護者は、何が何でも通常学級に子どもを入学させる

と考え、結局１月の就学通知を受け取り入学の意志表示の返信を投函したら、その学校に
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入れるのだという手続きを行うわけです。おむつがとれない、集団生活はとても無理な状

況でもです。こういうところでこういう話をするのは本当に不謹慎だと思いますが、皆さ

んの善意のお話を聞いていると障害の程度は個々の子どもによって異なるのだということ

を知って頂きたいからです。学童保育や学校も同じです。急に敷地外に飛び出していく子

どもも中にはいます。また、保護者の方々が自動車で迎えに来る。自動車の音を聞いただ

けで、反応してバーと飛び出す子どもがいました。そういう子どもを担当しているのは学

童の職員だし、学校では学校の教師なのです。とてもではないですけれど、「障害のある子」

と一般論では語れません。 

登校途中で保護者から電話がかかってきたこともありました。うちの子がひきつけを起

こして、今おもらしをした。自分は仕事に行くので学校の先生が迎えに来てくださいとい

う電話です。担任がお母さんが学校まで連れてきてくださいと言っても、でもおむつは渡

してあるでしょうと言う。そういうやりとりも現実としてあるのです。他地区でしたが。 

 一方、そうではなくて、やっぱり応分の、私たちも親としてできることをやりますと、

学校とコミュニケーションが成り立っているお子さんのご家庭については、やっぱり我々

も一緒になって努力できる。そうすると、学級でも支援の輪がボランティアとして広がっ

ていきます。 

 今話している内容に、立場が異なる方々からとご意見があるかもしれません。教育委員

会には子どものよりよい成長・発達をうながすための就学相談というのがあります。この

子どもの実態から通常学級が好ましいとか、心身障害学級や養護学校への入学がより伸び

るというような適正就学を促していますが、実際にはさまざまな問題があります。 

 誰々が悪いとか国が悪いとかというより、大人社会をよりよくしていくための一員とし

て、やっぱり手を取り合っていくような、そんな気持ちや考え方でなければ、私たちは幾

らやっても、行政に要請してもやはり限界があるだろと思います。お話を伺いながら感想

を述べました。 

 

○委員 

 私は、子ども中心の読み方のところで、幸せな育ちを中心に据えるべきだというふうに

読んでおりましたのですが。 

 

○委員 

 私も基本的にはそうだと思うのです。 

 

○委員 

 幸せな育ちを基本にというふうなとらえ方をしていたので。 

 

○会長 

 多分、その権利という、権利論で子どもに生きる権利があるから、行政はこうすべきだ、

しろという、そういう言い方をすると、それは行政はそうかもしれないが、実際やるのは

教員であったり、あるいは保育士であったり、そういう人間が何か召使いみたいに、あな

たは責任があるからやれみたいなことを言われると、やっぱりかちんと来る。それは当然
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ですよね。 

 だから、ホームヘルパーなんかは家政婦扱いされたらもう嫌になると同じことであって、

サービスはしなきゃいけないけど、利用者と提供者の間でそういう信頼関係ができたとこ

ろのサービスならいいけども、一方的にあなたはやりなさい、やる義務があるのだという

形で言われたら、それはやるほうだって嫌になりますよというのは、それはよくわかりま

すよね。だから、そういう意味でも、両者の信頼関係が成り立たないと、権利義務だけで、

ドライな関係でやると、非常にぎすぎすしたものになるし、結果的にいい結果は出てこな

いという。 

 でも、目標は、おっしゃったように、子どもが大人の目を気にせずに、本当に生き生き

と生きるような、そういう府中市であってほしいという結論なのですよね。そこに至るプ

ロセスで、権利とか義務はどうだろうかとかお金の面はどうだろうとかマンパワーとかは

どうだろうとか施設整備はどうだろうかと、いろんなことがかかわってくるわけで、今の

現状と理想との間をどういう形で埋めていったら、一番今の状態でいいのか、あるいはこ

こまではできる、これからは少し工夫をしてやっていこうという、多分そういう方法論の

話になるのでしょうね。 

 それは、いつの時代でも、子どもが惨めでいいとかということは絶対あり得ないわけだ

から、多分目標は同じだけども、手段は時代によって、あるいは行政の財政状況によって、

いろいろまたひと工夫、ふた工夫しなきゃいけないということになるのでしょうね。 

 だから、理念としては、子どもが生き生きと生きるということが目標だということは、

多分反対なさらないと思うのですよね。ただ、それが権利論としてということが、多分ち

ょっと気にされたのかなと思いますけども。 

 

○委員 

 考え方としては、やはり幸せな育ちということを中心的に置いてということでよろしい

のですか。 

 

○会長 

 それはよろしいですね。 

 

○委員 

 はい。それは、基本は「子ども中心」に考えるというのはいいのです。表現としては、

例えば私たちは子どもを大事にするとか、施策の中心に置いていきますということなんだ

と思いますので結構です。 

 

○会長 

 一応、ひとあたりで２時間たってしまいましたけど、でもなかなかいろんなご意見をい

ただいて、少し方向性が見えてきたように思うのですが、中間まとめの内容について、む

しろここはこうしたほうがいい、こういうふうに変えたほうがいいというご意見があれば、

またそれはちょうだいしますけど、きょうのお話の中で、やっぱり基本理念をどうするか

という、皆さんそういうことを意識されたご発言があったと思います。 
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 子どもが、例えば府中市のひとみ輝けとかひとみ輝くとか健やかな成長とか伸び伸び育

つという、子どもの状態に着目した、どういう状態の子供が望ましいのかというのが、多

分目標なのだろうと。それに対して、そういう状態にするために親や保護者はどうしたら

いいのだろうか、あるいは地域社会の人々あるいはＮＰＯや企業なんかも含めた地域の人

たちがどういうかかわり方をしたらいいのだろうか、行政はどういうかかわり方をしたら

いいのだろうかという、多分そういうようなスタイルになるのかなという、表現は別です

けども、次世代を担っていく子どもたちがどういう状況であるのが一番望ましいのかとい

う状態像があって、それに近づけるためには、それぞれがどういうかかわり方をしたらい

いのだろうかというあたりの、そういうまとめ方も一つあるのかなと思います。文章が、

フレーズとしては幾つかになると思います。一つの文にはならないかもしれません。 

 それと、ご意見があればちょうだいしますけど、もう一つ、とりあえずこの計画なり、

最終報告をまとめるけれども、府中市のほうが計画をおつくりになるけれども、なんせ１

０年間という、ある意味で長いスパンの計画ですし、中間年で見直しもあるということな

ので、一度出して終わりじゃなくて、本当にそのそれぞれのタイミング、今方向が決まっ

ているけど、具体的な中身はまだまだ詰まりきらない部分がある。 

 それで、具体的に動かしてみて、これはうまくいったからもっと推進すべきと、これは

ちょっと予想が違うから、むしろ方向を変えたらいいのではないかというような、市民の

方々のご意見を聞きながら、計画そのものを一応修正する必要があるかもしれないし、あ

るいはやり方、あるいはもっとこういうことをやるためにはこういう部分をもっと支援し

なきゃいけないとかという、そういう部分を、例えば毎年とかいうような形で意見を聞く

ような場、それはこの市のほうの１１－４の資料の一番最後にある、そういう市民の声を

聞くような機関が、ある意味では常設というのですか、回数は毎月、毎月ないけども、あ

る程度常設機関。 

 逆に言えば、どういう方々が参加したらいいのか、またその聞き方について、どういう

形の聞き方をするのか。例えば市内の中学校あるいは小学校の高学年、６年生とかの卒業

間際の生徒や学生たちにそういうレポートみたいのを書いてもらって集約してもいいし、

学校単位でやっていただいてもいいかもしれないし、そういう形の意見集約ということも、

毎年じゃないにしても、もしかしたらあってもいいかもしれないと。いろんな形で、一つ

の計画をつくったものに対して、それをまたいろんな市民の方々に。逆に言えば、そうい

う一つの広告塔が立つわけですから、府中市はこういうことをやりますということを宣言

するわけだから、ある意味ではかなり市民の人たちにわかってくる。 

 それで、また改めて市民の人たちにそれについてご意見を伺うような、そういう場を最

終報告の中で盛り込むべきという感じが少しあったような気がしますけども、真ん中のと

ころはかなりボリュームがあるので、私もあんまり手をつけたくないのですが、どうして

もつけたいところがあればあれですけど、その前と一番最後のところをどうつけるかとい

うあたりが、少しポイントなのかなと思いましたけど、また何か補足のご意見がございま

したら、どうぞご自由に。 

 

○副会長 

 今の先生のお話とほとんど同じようなことなのですけども、この会議を私なりに振り返
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ってみると、途中でふっと自分の力が抜けたときがあったのです。力が抜けたというのは、

一生懸命最初から１００パーセントに近い計画をつくろうという、すごい気負いが自分自

体はあったのです。だけど、これは５年で見直して、１０年のスパンということは、よく

ないところはどんどん変えていけばいいのだなという部分が、今おっしゃったようなこと

があって、だから子どもが中心という基本理念が一番前に来るのならば、必ずいい方向に

行くのではないかなというような気があって。 

 だから、現状として出ている部分は、実は子どもが中心というよりも、親支援という部

分が前に出てるようなイメージもありますけれども、時代も変わることですし、澤野さん

や北村先生がおっしゃったような子どもの声をどう反映させるのかというのを、子ども中

心という気持ちでしっかりとやっていけば、そんなに間違った支援計画というのはできな

いのではないかなということを途中で思って、すごく力が抜けた部分があって、検討協議

会に出てくるのも楽になりました。中間まとめも、すごくそういう意味ではよくできたな

というふうに思っています。 

 それから、（子育て支援連絡会には）どんな人が入ったらいいのだろうという中に、障害

児を実際に持っている現場の人を１名入れてほしいなというのは思います。それから、で

きれば、小児科医の先生、もしくは多摩療育園には小児科医の先生がいますから、ああい

うとこから出ていただければ非常にいいかなと。というのは、私も障害児を実際におあず

かりしている人間ですけども、現場の感覚と書いてあることとちょっと離れているなとい

うのは、北村先生と同感の部分はあります。 

 今、もう実際に就学相談に、就学相談というのは、その子に一番適切な施設というのは

どこなのだろうというのをみんなで見ようという会議です。就学相談会議というのにかけ

てる子がいますけども、どうもお母さんは普通学級、私どもは通級もしくは固定の学級と

いうように意見が分かれている。ですから、ノーマライゼーションという考え方と、その

子に合った場所はどこなのだというのは相反してないのですけども、その辺がうまく伝わ

らないというのですか、その辺がありますので、実際に持っている人はもっと大変です。 

 だから、多分学童の現場に、私どもの園を去年卒園した自閉症の子がポンと入ったら、

１年間はもう全くその子についているようです。１人が全くその子についているようです

し、その職員を養成するだけでも大変ですし、そういう現状がありますから、突然という

ことはないでしょうけど、入ってきて、十分に見てねというのは、現場としてはすごく辛

いことは容易に推測はできます。これは感想です。 

 それから、これはもっと感想なのですけど、資料１１－１の意見募集期間の中間まとめ

の中で、すごく断定的な表現が非常に気になるのですけども、経験ある保育士というのは

よい、若い人はだめとか、公立はよい、民営はだめというような、すごい分け方があるの

ですけど、どうしてこういうことが根拠があるのか。というのは、若い先生でもいい人は

いいのですよ。年とってもだめな人はだめなのですよ。これはどこでもそうなので、こう

いう書き方をして一般に出していくと、何となくやっぱりベテランはいいのよねと。でも、

お母さん方の話を聞いていると、こうおっしゃるのはごく少ない方々で、ベテランの先生

は腰が重くって、口ばっかりで、ちっとも子どもの面倒を見てくれないという声のほうが、

保育園なんかは結構多いのではないですか。ですから、こういう断定的な書き方は、ちょ

っとうのみにする方がいらっしゃるので、外には出さないのでしょうけども、ちょっとこ
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れはないなというふうに思いましたので、これは感想です。 

 以上です。 

 

○委員 

 資料の１１－２の親支援のところなのですけど、基本理念のところに「親支援」とあり

ますよね。それの２番目の●のところで、「特に専業主婦家庭やひとり親家庭等においては」

というところでちょっと私はとまってるのですけども、「母親等は子育ての負担・不安を抱

え込みがちである」と。これは読む人が読むと、専業主婦はいいじゃない、専業主婦で育

てられるのだからというとらえ方をする人が多いし、事実経済的負担がなくて、専業主婦

が選んでできると思ってる人もいますし、そういう親と、やむを得ずひとり親になって、

もう遮二無二育てなきゃならない立場の人、さらっとこれは同列でいいかなと思うのです

けど。 

 

○会長 

 専業主婦というのは、昔は、例えば農村から来られた方であれば、すごくいい身分であ

って、働かなくても食っていけるという、そういうイメージがあるので、むしろ今は孤独

に、旦那はいるけども、働き中毒あるいは会社の仕事でもう全然帰ってこれない、その中

で母親だけが育児、つまり孤独な中で子育てをしている親あるいはひとり親という、そう

いう表現のほうですよね。つまり、今の女性はほとんど学歴は高いから、働ければ働きた

いし、同じ同級生はどんどんバリバリやってるから、たまたま自分が子どもができたとき

に働き続けられなくて、あるいは続けることが嫌で子育てをやむなく選んだような人は、

どちらかというとすごくストレスが高いのだろうと思うのですよね。専業主婦なんて、花

の専業主婦では全然ない。形態は同じかもしれないけど、全然中身が違うので、この言葉

は確かによくないかもしれませんね。 

 

○委員 

 それがすごく強いですね。 

 

○委員 

 ここにいらっしゃる女性の方はお母さん経験で、こうしてここの場にいらっしゃるので

すけれども、今の話で専業主婦とか主婦じゃないとか、全然関係ないことです。やはり、

オギャーと生まれた子どもを見たときに、やっぱり職業のほうへ行きたい人は行きますよ。

でも、この子を育てると思う人は育てるのです。だから、決して孤独とか、それはないで

す。そんなことを思っていたら、子どもなんか育ちませんから。必ず、その何十年後に、

ちゃんと子どもが親に帰ってきますから、それが感じるか感じないかの差なのです。 

 私たちは、よく一番かわいいときによその人に子どもをあずけてはいけませんと、代々

言われてきているのに、もったいないなというのはこの主婦の現場の感想。だから、本当

に仕事に出なくちゃいけないということは、好きで行ってるのではないのですよね。だけ

ど、今はもしかしたら好きで行っている人もいるのですよ。アクセサリーのように。おし

ゃれもできたり、１日外に子どもから離れてと。でもそれは必ず後でしっぺ返しが来ます。
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それは本当。だって、子どもってつくっていくのですもの。もうちょっと親も、子どもが

親にしてくれるのに、そこを離れちゃったら、やっぱり隙間ができますから、これは親に

なった人、でも働きに行かなくちゃいけないということは、やっぱりサポートしなくちゃ

いけないというのはわかります。ただ、主婦で子どもを育てるのというふうなあれはない

と思いますよ。ちゃんと断言できますから。 

 

○会長 

 今の若い人たちの実態ですと、もちろん結婚した段階で専業主婦、家庭に入る人もいま

すけども、２割ぐらいで、８割ぐらいの人が働き続けて、第一子を出産すると、７割の方

がやめるのです。だから、７割の方がやめるというのは、何も子育てが好きでやめる方ば

っかりじゃなくて、本当は仕事を続けたくてやめる方も、今結構いらっしゃるのですよね。

もちろん、子育てを自分の人生の生きがいとしていらっしゃる方もいるけども、総体的に

そうでない方が今の社会はかなりふえてきている。本当に働き続けたい、保育所にあずけ

て働き続けたいけども、今の保育所はなかなか隙間みたいなのを見てくれないから、しょ

うがなくてやめざるを得ない。そうすると、うつうつとして、私の仲間はもうキャリアを

積んでいるのに、私はもうおくれて負け組だみたいな、そういう方がかなりふえてきてら

っしゃるのですよね。 

 

○委員 

 でも、そこを通りましたよ。孤独、やっぱり子どもを連れながら公園に行ったり、でも

そこはよその人が見るほど孤独じゃないと思いますよ。子どもはすごい力をお母さんには

与えてくれてるのですから、それは討論できないと思うのですけどね。 

 

○委員 

 最終の案をまとめていくに当たっての文章のつくり方ですけど、なるべく難しくない言

葉でわかりやすく。それで、資料１１－２のところに、各地の素案というのが出ています

よね。その中で、比較的共感できるなと思ったのは、鹿児島市の素案がとてもわかりやす

いなと思いました。意見です。まとめる方に大変申しわけない。市民にも、だれにもわか

りやすく、目的が明確になるといいなというふうに思っています。 

 

○会長 

 今おっしゃったのは、７ページの鹿児島市の素案の基本理念の表現ですね。（１）、（２）、

（３）とありますね。 

 

○委員 

 こういう表現の仕方が、大変鹿児島のはわかりやすいし、中身もここも割と網羅されて

ますよね。こんな感じがいいかなと。つい「輝くひとみ」とか何とか、確かにいいのです

けど、輝くひとみを望んでるのですけど、白々しいなとあまり思われるようなタイトルば

っかりがバーッと出るのではなくて。 
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○会長 

 これは主語が非常にはっきりしてるのですよね。１は「子どもたちが」ということだし、

「子供を持ちたいと希望する」のは親になる人たちが、あるいは子どもを育てている人た

ちがということで、主体が非常にはっきりしているから、イメージがわかったのですね。 

 でも、逆に言うと、私は担い手とか社会とか企業とか行政とかというのが入ってないな

という気がする。本当は、この基本理念の１、２、３の後に４、５ぐらいがあったら、も

っとトータルがわかるのではないかなと思うのですよ。 

 

○委員 

 どこがどうするとかというのは、例えば鹿児島市なんかでも、いろんな副文がずっとつ

いていくわけで、これだけというわけじゃないですよね。それは表現の仕方は、要するに

全体を通じて、こういう完全な資料的なことはもちろん別ですけれども、なるべく平易な

言葉で、理解しやすくつくっていきたいなというふうに思います。 

 

○会長 

 子どもが読めるように、ルビか何か振りますかね。 

 

○委員 

 府中市の広報は、広報課に聞いたら、小学校の４年生、５年生が読んで理解できる文章

づくり、文字使用というふうになってるそうです。だから、そのぐらいの配慮を。府中市

の、途中から、多分広報の方向が変わったと思うのですけど、その辺で、多分そういう視

点を入れたように伺っていますけど、行政も、やっぱり知ってもらったりするためには、

できるだけわかりやすく。 

 

○会長 

 何かご発言ありますか。 

 

○委員 

 先ほども、基本は「子ども中心」であるというのに関連して、鹿児島市のほうは、１番

も２番も３番も、主語は、私たちは未来を担う子どもたちが明るく健やかに成長できるよ

うな環境づくりに努めますというような形で、１、２、３、全部「私たち」です。例えば

「大人社会」でもいいし「府中市は」でもいいし、とにかく「私たち」なのです。キャッ

チフレーズについてのコメントはまだ考えていません。ここで鹿児島がわかりやすいとい

うのは、やっぱり「我々鹿児島市民」もしくは「鹿児島の行政は」ということなのかなと

思いました。 

 

○会長 

 そうすると、今おっしゃった、「私たちは」というのは補われた言葉ですか。 

 

○委員 
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 いや、これを読んだときには、「環境づくり」、つくるということで体言どめになってい

ます。これは環境をつくりますという意味です。すると、つくるのはだれですか。「つくる」

という行為をするのは、これは子どもではなくて大人とか社会がとなります。主語、述語

の関係はそのようになっていると理解をしています。子どもたちが明るく健やかに成長で

きるような環境づくりに努めますとか、やはりつくるのは私たちもしくは社会だろうとい

うふうに理解してるのですが。 

 

○会長 

 確かにそうなのですけども、そこをもう少し細かく分けたほうがいいだろうと。つまり、

子どもとの距離とかいうことを考えると、一番近いのは親、保護者なわけですよね。保護

者が何をすべきかと。つまり、家庭の中でもいろんな問題がありますから、それと社会が

というのは、例えば地域社会の人々あるいは学校教育関係者とかと、あるいは行政はとか、

そういう少し分けたほうがイメージがよりはっきりする。そうしないと、社会がと言って

しまうと、もろもろ確かにあるのですけど、私何すりゃいいのって、わからないですよね。 

 

○委員 

 先生のおっしゃる、そのことについては賛成です。ただ、先ほどの基本は子ども中心で

あるという表現との関係でちょっと確認をと思ったのです。 

 

○会長 

 つまり、この計画で、私たち子どもはこうしますという、そういう表現にはならないと。

子どもは、やっぱり客体なのですね。 

 

○委員 

 そうです。子どもは、やっぱり私たちが責任持って育てていく、育てる喜びを感じなが

ら育てるものと思っていますので。 

 

○会長 

 つまり、子どもの人権というのは、大人が考える人権であって、子どもはこうあるべき

だと、こういうふうに守られるべきだということは、逆に言えば子どもの人権ということ

で裏返しているのであって、やっぱり大人が見ているということなのですよね。 

 

○委員 

 はい。 

 

○会長 

 そんなのはもう過保護でやめてよと、もしかしたら子どもが言うかもしれない。 

 

○委員 

 いや、子どもはそうはならないでしょう。だって、子どもがものを考えるということは、
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子どもは単独に存在するわけじゃありませんので、学校とか保育所だとか家庭だとか、地

域社会で人格が形成され自己を確立していくていくものですから。私たちはその外側の社

会、子どもの外側ということではないと思います。 

 

○会長 

 全く余談ですけども、もう時間がないのですが、昔のヨーロッパなり、あるいは日本は

子どもという概念がなかった。子どもというのは小さな大人であると。だから、子どもの

児童労働というのはそんなに悪いことだと、何とも思ってなかった。でも、義務教育が始

まって、子どもはまず勉強すべきものという、そういう時間的な余裕が社会的に出てきた

ことによって、大人ではない子どもという概念が出てきた。だから、子どもは、人生の過

程で、大人になる準備期にある時期なのだと。だから、そんな意味で、今の子どもという

のは、先生がおっしゃったように、保護されるべき、あるいは次の大人になるために自分

を自己形成をする、そういう過渡期にある時期だということで。だから、逆に言えば、虐

待されるから子どもの人権ということが出てくるのであって、その子ども自体の人権とい

うのは、やっぱりかなり大人の社会との相対的な関係なのかもしれませんね。 

 何かちょっと哲学めいた話になっちゃったのですが、きょうはもう３時間コースになら

ないように、大体２時間半ぐらいですけど、特にご発言はございますでしょうか。 

 それで、一点、ちょっと確認したいのですけども、この中間まとめで、かなり現状分析

といいますか、府中市の課題みたいなことをごちゃごちゃ書いていますけど、これは最終

報告まで残したほうがよろしいのか。ある意味で府中市の計画は、まだこの最終報告が出

た後に出ますから、中間まとめで、今一応方向は検討されていますけど、課題分析をして

もおかしくはないと思うのですが、かなり時間をかけて議論をしたし、調査でいろいろ議

論をしてるので、広く知っていただくためにこれがあってもいいような気がするのですけ

ど、そうするとかなり文章がボリュームが、これだけでも１００ページ超えますから、多

分これが報告になれば１００ページを超えるような、かなり大部な最終報告になってしま

いますけど、もしきょうご発言がなくても、また次回までにご発言があれば。 

 それと、当日、また発言という形ももちろん結構なのですが、当日でも結構ですけど、

もし事前にメモ出しのような形で文章にしていただければありがたいと思いますが、それ

ではとりあえず会議はこれで終わらせていただきたいと思います。 

 子育て支援課のほうから、何かご連絡は。 

 

○子育て支援課長 

 ちょっとお時間をいただきたいと思います。 

 きょう次第のところで、一番下の４、その他ということで、今後のスケジュールという

のがございます。きょうお配りしております日程表をちょっとごらんいただきたいのです

が、きょう１０月２６日を含めまして、市のほうとしましては３回、年内１２月でご報告

をいただきたいと。一応スケジュールのほうでは、年明けに第１４回というのを用意して

おりますけども、時間をかければ、それだけより練れたものをいただけるとは思いますけ

れども、我々のほうもあまりいつまでも皆さんを拘束するのはという気持ちもございます

ので、できればこの１２月までの間で取りまとめていただければ十分ではないかと。 
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 と申しますのは、実際、一応この中間のまとめをいただきまして、これでまだ十分では

ありませんけども、我々はかなりの作業ができました。まだ読みくだせていないところが

あるぐらいですので。ですから、計画をつくるにあたっての報告書としては、全くこの段

階で十分ではないかと思っております。 

 ただ、きょう議論の中心となりました計画をつくっていくにあたっての基本となる理念

なり、その施策の方向づけ、この部分はぜひお出しをいただいて、それを引き継ぐ形で、

行政で計画をまとめたいと思っていますので、これは何としてもやっていただきたいと、

こう思っております。 

 それで、そうしますと、次回、１１月１５日なのですが、この段階で、きょうの議論を

踏まえて、ある程度のところを、また別のペーパーに置きかえたものをちょっとお出しさ

せていただかないと間に合わないという感じになりますので、そこはご了解いただければ、

会長ともご相談をしながら作業を進めますけど、きょうの部分を踏まえて、ある程度最終

報告に一歩近づける資料を作成させていただきたいと思います。その点はよろしいでしょ

うか。 

 

○委員会一同 了承 

 

○子育て支援課長 

 では、そうさせていただきます。 

 それから、次回の白糸台文化センターなのですが、実はこの時期、ここの改修工事に入

りまして、どうしても役所の中がとれないと。その影響が周りにも出ていまして、少し離

れた場所になってしまいます。ただ、児童館の議論がたくさん出ましたけども、ちょっと

早めに足を運んでいただくなりすると、その文化センター、特に離れたところの状況が見

えるので、そういう意味では児童館見学、それから老人福祉館見学はありでいいのではな

いかなというふうに思ってますので、勝手なことを言って申しわけないのですけども、京

王線多摩霊園の駅から５分ぐらいの時間になりますので、申しわけないのですが、そのよ

うにお願いをいたします。 

 それから、第１３回、１２月なのですが、この日程をきょうお決めいただきたいのです

けども、会場の都合もあるのですが、今１２月２０日と２１日の、連続なのですが、２日

用意しておりまして、どちらかで開催をさせていただきたいと思うのですが。 

 

○会長 

 ご都合の悪い方をまず。 

 

○子育て支援課長 

 ２０日ご都合の悪い方はいらっしゃいますでしょうか。 

 ２１日、ご都合の悪い方。 

 では、２０日ということでよろしいですか。申しわけないのですが、数でもう判断する

しかないので。 

 では、１２月２０日ということで予定をさせていただきます。 
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 それと、あわせて、夏ごろちょっと一部の方からお話があったのですけども、夏のとき

に暑気払いをやろうというお話があって、ちょっとできなかったので、できればこの最後、

この日が最後ということになりますけども、２０日の日にお疲れさま会ができればという

ふうに思っております。これは、またご相談させていただきますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 私のほうは以上です。 

 

○会長 

 どうもありがとうございました。きょうは２時間半で終わらせていただきまして、どう

もご協力ありがとうございました。 

－－了－－ 


